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鎌倉幕府と両統迭立（小松俊弥）

鎌
倉
幕
府
と
両
統
迭
立

│
│
『
後
光
厳
天
皇
日
記
』
所
収
応
安
三
年
十
一
月
崇
光
上
皇
消
息
に
つ
い
て
│
│

小
　
松
　
俊
　
弥

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
:
①
鎌
倉
幕
府
　
②
両
統
迭
立
　
③
持
明
院
統
　
④
大
覚
寺
統
　
⑤
後
宇
多
上
皇
﹈

は
じ
め
に

　
後
嵯
峨
の
死
没
以
降
の
皇
位
は
亀
山
・
後
宇
多
と
大
覚
寺
統
か
ら
二
代
続
い
た
の
ち
、
伏
見
・
後
伏
見
と
持
明
院
統
か
ら
も
二

代
続
い
て
、
そ
の
の
ち
、
後
二
条
・
花
園
・
後
醍
醐
と
い
う
よ
う
に
両
統
か
ら
一
代
ず
つ
交
代
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
継
承

順
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
の
方
針
が
﹁
両
統
迭
立
﹂
と
な
っ
た
の
は
、
い
つ
か
ら
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の

か
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
政
治
変
動
の
検
討
か
ら
そ
れ
ら
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
草
分
け
と
し
て
は
竜
粛
氏
の
研
究）

1
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
竜
氏
は
こ
の
間
の
皇
位
継
承
問
題
は
幕
府
の

意
向
が
絶
対
で
あ
り
、
幕
府
と
の
交
渉
を
独
占
し
た
関
東
申
次
西
園
寺
家
の
動
向
が
問
題
を
左
右
し
た
と
論
じ
ら
れ
た
。
関
東
申

次
の
動
向
か
ら
政
治
史
を
叙
述
し
た
竜
氏
の
学
説
は
そ
の
後
も
広
く
支
持
さ
れ
、
現
在
の
議
論
に
お
い
て
も
な
お
、
前
提
と
し
て
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受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る）

2
（

。

　
竜
氏
の
の
ち
、
両
統
迭
立
の
研
究
を
進
展
さ
せ
た
の
は
網
野
善
彦
氏
の
研
究）

3
（

で
あ
ろ
う
。
網
野
氏
は
鎌
倉
後
期
の
政
治
史
に
得

宗
専
制
の
全
国
政
権
化
を
捉
え
、
公
家
と
武
家
と
を
厳
し
く
区
分
し
た
執
権
政
治
期
の
幕
府
の
朝
廷
観
が
崩
れ
、
得
宗
専
制
は
朝

廷
に
積
極
的
に
接
近
し
、
そ
の
内
部
に
食
い
込
ん
で
い
っ
た
と
さ
れ
る）

4
（

。
東
の
王
権
で
あ
る
得
宗
は
、
西
の
王
権
つ
ま
り
朝
廷
を

脅
か
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
そ
う
し
た
﹁
王
権
の
危
機
﹂
を
打
破
す
る
た
め
に
、
皇
位
継
承
問
題
を
左
右
し
て
い
る
鎌
倉
幕
府
を
倒

幕
す
る
行
動
に
出
た
と
論
じ
ら
れ
た）

5
（

。

　
得
宗
専
制
の
研
究
の
進
展
の
の
ち
、
鎌
倉
幕
府
と
皇
位
継
承
問
題
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
鎌
倉
後
期
の
幕
府
政
治
か
ら
の

影
響
と
い
う
視
点
が
登
場
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
内
部
紛
争
か
ら
伏
見
立
坊
す
な
わ
ち
両
統
迭
立
の
発
端
の
解
明
を
試
み
た
も
の
と

し
て
は
、
森
幸
夫
氏）

6
（

、
村
井
章
介
氏）

7
（

、
本
郷
和
人
氏）

8
（

、
細
川
重
男
氏）

9
（

ら
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
、
得
宗
専
制
政
治
の
朝
廷
へ
の
接
近

と
、
そ
の
過
程
で
起
こ
っ
た
幕
府
内
の
抗
争
が
両
統
の
対
立
と
結
び
つ
い
た
こ
と
に
伏
見
立
坊
の
原
因
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
朝
庭
内
の
動
向
と
し
て
は
摂
関
家
を
中
心
に
論
じ
た
樋
口
健
太
郎
氏
の
研
究
が）

10
（

挙
げ
ら
れ
る
。
樋
口
氏
は
熈
仁
（
伏
見
）
立
坊

を
見
据
え
た
鷹
司
兼
平
の
摂
政
就
任
の
動
き
が
文
永
十
一
年
の
後
宇
多
の
大
嘗
会
の
直
後
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
。﹃
増
鏡
﹄
に
は
文
永
十
二
（
建
治
元
）
年
の
後
深
草
の
出
家
騒
動
が
、
幕
府
が
熈
仁
の
立
坊
を
決
定
し
た
契
機
と
さ
れ
て

い
る
が
、
立
坊
方
針
は
出
家
騒
動
以
前
に
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
時
代
を
少
し
下
っ
た
史
料
で
あ
る
﹃
後
光
厳
天
皇
日
記
﹄
の
な
か
に
、
建
治
元
（
一
二
七
五
）

年
に
伏
見
が
立
坊
さ
れ
る
以
前
か
ら
伏
見
立
坊
が
決
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
第
一
章
で
こ
の

史
料
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
、
伏
見
立
坊
が
決
定
さ
れ
た
時
期
と
そ
の
意
味
を
再
検
討
し
、
両
統
迭
立
と

い
う
方
針
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
。
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さ
て
、
両
統
迭
立
の
政
治
史
の
結
末
は
後
醍
醐
挙
兵
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
で
あ
る
。
両
統
迭
立
と
挙
兵
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
市
沢
哲
氏）

11
（

が
、
そ
れ
ら
が
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
を
鎌
倉
後
期
の
治
天
の
権
力
を
論
じ
る
過
程
で
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

市
沢
氏
は
治
天
の
君
の
権
力
が
建
武
政
権
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
専
制
権
力
に
発
展
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
も
の
の
、
両
統
の

分
立
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
の
矛
盾
を
打
開
す
る
た
め
に
、
後
醍
醐
は
、
両
統
迭
立
と
い
う
か
た
ち
で
両
統
の
分

立
状
況
を
維
持
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
論
じ
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
滅
亡
に
至
る
ま
で
の
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
を
体
系
的
に
組
み
立
て
た
も
の
と
し
て
森
茂
暁
氏）

12
（

の
一
連
の
研
究
が
あ
げ

ら
れ
る
。
両
統
迭
立
の
政
治
史
に
お
け
る
成
果
と
し
て
は
、
森
氏
は
ま
ず
持
明
院
統
か
ら
鎌
倉
幕
府
へ
出
さ
れ
た
量
仁
（
光
厳
）

践
祚
に
関
わ
る
嘉
暦
三
年
の
史
料
﹃
御
事
書
并
目
安
案
﹄
に
注
目
し
、
文
保
の
和
談
が
後
宇
多
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
状
況
を
指

摘
さ
れ
て
い
る）

13
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
和
談
前
後
の
朝
廷
内
の
抗
争
の
様
子
を
詳
細
に
把
握
す
る
視
野
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
じ

く
徳
治
二
年
に
持
明
院
統
か
ら
幕
府
へ
の
主
張
を
記
す
史
料
﹃
恒
明
親
王
立
坊
事
書
案
﹄
を
取
り
上
げ
、
事
書
案
に
記
さ
れ
た
内

容
を
も
と
に
和
談
に
至
る
ま
で
の
後
深
草
・
亀
山
に
始
ま
る
両
統
の
対
立
を
時
系
列
で
明
ら
か
に
さ
れ
た）

14
（

。
森
氏
の
研
究
に
よ
り
、

和
談
の
前
後
の
み
な
ら
ず
両
統
迭
立
の
期
間
全
体
の
朝
廷
内
の
抗
争
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
森
茂
暁
氏
は
、
先
述
し
た
持
明
院
統
の
主
張
を
分
析
す
る
な
か
で
、
同
統
の
幕
府
依
存
が
段
階
的
に
高
ま
っ
て
い
く
と

し
、﹁
こ
う
し
た
持
明
院
統
の
段
階
的
な
体
質
変
化
は
、
同
時
に
そ
れ
と
は
正
反
対
の
体
質
変
化
を
大
覚
寺
統
に
生
じ
さ
せ
た
。

大
覚
寺
統
は
持
明
院
統
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
幕
府
か
ら
自
立
す
る
方
向
に
進
ん
で
ゆ
く
。
幕
府
か
ら
自
立
す
る
に
は
、
何
よ

り
も
王
権
の
強
化
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
か
た
く
な
い
が
、
大
覚
寺
統
が
特
に
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
に
な

っ
て
急
速
に
﹃
聖
断
﹄
至
上
主
義
へ
の
歩
み
を
進
め
る
理
由
は
、
そ
う
し
た
時
代
的
な
背
景
を
想
定
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い）

15
（

﹂

と
、
持
明
院
統
=
幕
府
依
存
、
大
覚
寺
統
=
自
立
的
と
い
う
図
式
を
導
き
出
し
て
お
ら
れ
る
。
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た
だ
、
後
醍
醐
の
挙
兵
に
は
両
統
の
性
格
や
分
立
状
況
と
同
様
に
、
分
裂
し
た
大
覚
寺
統
内
部
で
の
皇
位
継
承
を
巡
る
対
立
に

も
要
因
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
菊
地
大
樹
氏
が
、
宗
尊
王
孫
と
邦
良
流
と
の
関
係
を
指
適
し
て
お
ら
れ
る）

16
（

。

菊
地
氏
は
、
後
醍
醐
と
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
邦
良
流
の
動
向
に
着
目
さ
れ
、
後
嵯
峨
の
血
脈
を
受
け
継
ぐ
女
性
た
ち

が
邦
良
流
を
庇
護
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
関
係
が
後
宇
多
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、

大
覚
寺
統
内
部
で
の
後
宇
多
の
主
導
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
幕
府
は
大
覚
寺
統
で
は
邦
良
流
を
支
持
し
、
後
醍
醐
流
の
継
承
は
認
め
て
い
な
い
と
い
う
利
害
の
不
一
致
が
あ
っ
た
。
そ
の
要

因
に
つ
い
て
、
第
二
章
に
お
い
て
分
裂
後
の
大
覚
寺
統
と
幕
府
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
。

　
本
稿
は
﹃
後
光
厳
天
皇
日
記
﹄
応
安
三
年
十
一
月
三
日
条
の
な
か
に
登
場
す
る
﹁
応
安
三
年
十
一
月
崇
光
上
皇
消
息
﹂
を
用
い

て
両
統
迭
立
の
原
則
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
再
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
以
下
の
二
点
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
両
統
迭
立
の
方
針
と
は
い
つ
か
ら
出
現
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
幕
府
の
方
針
と
自
統
の
内
部
分
裂

と
い
う
条
件
を
抱
え
た
大
覚
寺
統
は
、
皇
位
獲
得
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
内
部
対
立
を
生
じ
、
ど
の
よ
う
に
幕
府
と
交
渉
し
、
そ

れ
が
後
醍
醐
の
挙
兵
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
　『
後
光
厳
天
皇
日
記
』
所
収
応
安
三
年
十
一
月
崇
光
上
皇
消
息
の
背
景
事
情

1
　「
応
安
三
年
十
一
月
崇
光
上
皇
消
息
」
の
内
容

　
再
検
討
の
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
伏
見
の
立
坊
は
後
嵯
峨
死
没
と
同
年
の
文
永
九
年
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八
月
に
幕
府
か
ら
す
で
に
通
知
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　︻
史
料
一
︼﹃
後
光
厳
天
皇
日
記
﹄
応
安
三
年
十
一
月
三
日
条）

17
（

十
一
月
三
日
、
晴
、（
中
略
）
又
光
濟
僧
正
参
、
為
二
（
細
川
）
頼
之
使
一
持
二
参
一
通
一
紙
一
、
申
下
明
旦
早
々
可
レ
被
二
返

下
一
之
由
上
、
仰
下
可
二
対
面
一
之
由
上
、
而
称
二
風
気
無
レ
術
一
逐
電
云
々
、
披
見
之
処
、
為
二
院
（
崇
光
院
）
御
筆
一
被

 
 

 
 

　
　
　
　
　
此
外
有
二
条
々
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
院
　
花
園

レ
書
レ
之
、
其
一
通
文
永
九
年
八
月
伏
見
院
立
坊
事
関
東
奏
状
、
正
安
二
（
三
）
年
七
廿
七
中
院
宮
立
坊
関
東
状
、

本
無
年
号

六
月
廿
一
日
光
厳
院
立
坊
事
同
状
、
元
弘
元
六
九
同
践
祚
事
同
奏
状
︿
康
仁
親
王
立
坊
│
、
後
伏
見
御
治
天
事
同
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
云
、
光
厳
院
事
歟
、

レ
之
、〉、
建
武
三
年
八
月
皇
統
宜
レ
在
二
叡
慮
一
之
由
同
状
等
、
紙
三
枚
︿
続
レ
之
〉、
被
レ
書
レ
之
、
又
折
紙
云
、

（
後
略
）

　
後
光
厳
天
皇
が
そ
の
皇
子
の
緒
仁
（
後
円
融
天
皇
）
に
譲
位
す
る
動
き
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
後
光
厳
天
皇
の
兄
崇
光
上
皇
が

幕
府
に
働
き
か
け
た
書
状
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。﹃
後
光
厳
天
皇
日
記
﹄
応
安
三
（
一
三
七
〇
）
年
記
に
つ
い
て
は
既
に
家

永
遵
嗣
氏
が
、
崇
光
と
後
光
厳
の
対
立
に
お
い
て
は
、
細
川
頼
之
が
後
光
厳
と
と
も
に
緒
仁
践
祚
に
動
い
て
い
た
と
論
じ
る
な
か

で
検
討
し
て
お
ら
れ
る）

18
（

。
応
安
三
年
と
は
、
後
光
厳
の
皇
太
子
に
、
後
光
厳
・
崇
光
兄
弟
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
皇
子
を
立
て
よ
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う
と
競
っ
て
細
川
頼
之
と
交
渉
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
頼
之
は
、
両
方
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
、
皇
位
は
﹁
聖
断
﹂（
後
光

厳
天
皇
の
意
思
）
に
依
る
の
が
良
い
と
し
た
が
、
崇
光
は
鎌
倉
時
代
以
来
の
先
例
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
が
持
明
院
統
を
擁
立
す

る
際
に
送
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
書
状
、
と
く
に
弟
よ
り
も
兄
が
優
遇
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
先
例
を
頼
之
に
示
し
た
。
こ
れ
は
、

崇
光
流
の
皇
位
継
承
を
武
家
に
よ
っ
て
擁
護
さ
せ
る
た
め
の
頼
之
に
対
す
る
崇
光
の
圧
力
だ
ろ
う
。

　
史
料
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
三
宝
院
光
濟
が
細
川
頼
之
の
使
者
と
し
て
崇
光
上
皇
の
書
状
、
一
通
一
紙
を
、
後
光
厳
天
皇
の

も
と
に
持
参
し
た
。
後
光
厳
が
、
そ
の
書
状
を
披
き
見
る
と
、
そ
れ
は
崇
光
の
宸
筆
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の

一
通
に
つ
い
て
は
、
文
永
九
（
一
二
七
二
）
年
八
月
付
の
伏
見
院
の
立
坊
に
つ
い
て
の
関
東
の
奏
状
・
正
安
三
（
一
三
〇
一
）
年

七
月
二
十
七
日
付
の
花
園
院
の
立
坊
に
つ
い
て
の
関
東
か
ら
の
書
状
・
無
年
号
の
六
月
二
十
一
日
付
の
光
厳
院
の
立
坊
に
つ
い
て

の
関
東
か
ら
の
書
状
・
元
弘
元
（
一
三
三
一
）
年
六
月
九
日
の
光
厳
の
践
祚
に
つ
い
て
の
関
東
の
奏
状
（
康
仁
親
王
の
立
坊
と
後

伏
見
が
治
天
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
に
あ
る
）・
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
八
月
付
の
、
皇
統
は
光
厳
の
叡
慮
の

と
お
り
で
あ
る
の
が
よ
い
と
い
う
内
容
の
武
家
の
書
状
な
ど
を
紙
三
枚
に
崇
光
は
書
い
て
い
る
。
も
う
一
紙
の
折
紙
に
は
、
崇
光

流
は
持
明
院
統
の
﹁
正
嫡
﹂
で
あ
り
、
後
光
厳
流
は
﹁
庶
子
﹂
で
あ
る
と
い
う
、
崇
光
の
主
張
と
そ
の
根
拠
が
十
三
箇
条
述
べ
ら

れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
後
光
厳
の
批
評
が
続
く
が
、
い
ま
は
省
略
す
る
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、
こ
の
情
報
が
両
統
迭
立
期
の
政
治
史
の
検
討
に
利
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
信
ぴ
ょ
う
性
を
応
安
三
年
の

皇
位
継
承
問
題
の
状
況
か
ら
検
討
し
て
み
る
。
細
川
頼
之
が
後
光
厳
流
を
支
持
す
る
状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
を
覆
そ
う
と
す
る
崇

光
の
側
か
ら
捏
造
文
書
や
内
容
の
不
確
か
な
文
書
を
武
家
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
な
い
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、﹃
後
光
厳

天
皇
日
記
﹄
の
な
か
で
記
主
の
後
光
厳
は
、
自
分
の
こ
と
を
﹁
庶
子
﹂
と
呼
ぶ
崇
光
の
主
張
に
対
し
て
激
し
く
憤
っ
て
は
い
る
が
、

崇
光
が
頼
之
に
示
し
た
五
点
の
文
書
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
に
は
何
ら
異
議
を
唱
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
崇
光
に
と
っ
て
も
、



43

鎌倉幕府と両統迭立（小松俊弥）

後
光
厳
に
と
っ
て
も
、
持
明
院
統
の
な
か
で
は
、
そ
れ
ら
の
文
書
の
存
在
と
内
容
は
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、﹁
応
安
三
年
十
一
月
月
崇
光
上
皇
消
息
﹂
の
情
報
は
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
崇
光
は
な
ぜ
こ
れ
ら
の
奏
状
を
列
挙
し
た
の
か
。﹃
後
光
厳
天
皇
日
記
﹄
に
は
、
そ
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
、

崇
光
が
頼
之
に
訴
え
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
皇
位
は
兄
の
崇
光
流
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
踏
ま
え
、

一
通
一
通
の
奏
状
が
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
問
題
の
﹁
文
永
九
年
八
月
伏
見
院
立
坊
事
関
東
奏
状
﹂
に
つ
い
て
、
考
え
る
。
文
永
九
年
と
は
天
皇
が
亀
山
、
皇
太
子

は
後
宇
多
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
状
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
後
宇
多
の
次
の
皇
太
子
を
伏
見
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後

嵯
峨
没
後
の
皇
位
が
兄
の
血
統
で
あ
る
持
明
院
統
に
復
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　﹁
正
安
二
（
三
）
年
七
廿
七
中
院
宮
立
坊
関
東
状
﹂
に
つ
い
て
、
正
安
三
年
は
大
覚
寺
統
の
後
二
条
天
皇
が
践
祚
し
た
が
、
そ

の
皇
太
子
に
は
花
園
が
据
え
ら
れ
、
再
び
兄
の
血
統
で
あ
る
持
明
院
統
に
皇
位
が
復
す
る
こ
と
が
確
約
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
ま

た
、
後
述
す
る
よ
う
に
花
園
は
、
兄
の
後
伏
見
の
猶
子
と
な
り
、
将
来
の
継
体
は
後
伏
見
流
で
あ
る
こ
と
を
誓
っ
て
立
太
子
し
て

い
る
。

　﹁
六
月
廿
一
日
光
厳
院
立
坊
事
同
状
﹂
お
よ
び
﹁
元
弘
元
六
九
同
践
祚
事
同
奏
状
︿
康
仁
親
王
立
坊
│
、
後
伏
見
御
治
天
事
同

有
之
、〉﹂
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
光
厳
の
立
坊
と
践
祚
は
、
後
伏
見
弟
の
花
園
か
ら
持
明
院
統
嫡
流
の
後
伏
見
の
皇
子
に
皇
位
が

復
し
た
事
例
で
あ
る
。
光
厳
の
立
坊
を
示
す
前
者
の
状
は
無
年
号
で
あ
る
が
、
立
坊
は
嘉
暦
元
（
一
三
二
六
）
年
で
あ
っ
た
か
ら
、

同
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
光
厳
は
花
園
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
た
が
、
光
厳
朝
の
治
天
が
花
園
で
は

な
く
、
兄
の
後
伏
見
と
な
っ
た
こ
と
は
、
持
明
院
統
の
政
務
は
嫡
流
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

大
覚
寺
統
の
康
仁
立
坊
は
、
中
継
ぎ
で
あ
っ
た
大
覚
寺
統
庶
子
の
後
醍
醐
が
、
大
覚
寺
統
嫡
流
の
邦
良
流
に
皇
位
を
譲
る
こ
と
を
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武
家
が
要
求
し
た
事
例
で
あ
る
。

　
最
後
に
﹁
建
武
三
年
八
月
皇
統
宜
在
叡
慮
之
由
同
状
﹂
に
つ
い
て
み
る
。
建
武
三
年
八
月
に
は
光
明
天
皇
が
践
祚
し
た
が
、
そ

の
の
ち
の
当
面
の
皇
位
に
つ
い
て
は
、
光
明
の
兄
の
光
厳
の
叡
慮
に
依
る
の
が
よ
い
と
武
家
が
言
明
し
た
事
例
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
弟
の
後
光
厳
流
で
は
な
く
、
兄
で
あ
る
自
身
の
血
統
で
の
継
承
お
よ
び
政
務
が
正
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
崇
光
が
列

挙
し
た
事
例
と
は
、
弟
が
継
い
だ
皇
位
が
兄
の
血
統
に
復
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
文
永
九
年
八
月
に
は
伏
見
を
立
坊
さ
せ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
関
東
か
ら
の
奏
状
が
持
明
院
統

に
届
い
て
い
た）

19
（

、
と
判
明
す
る
傍
線
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、
文
永
九
年
と
は
後
嵯
峨
死
没
と
同
年
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
伏
見
立
坊
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
出
家
を
示
唆
し
た
後
深
草
に
幕
府
が
同
情
し
て
、
建
治
元
年

に
伏
見
立
坊
が
実
現
す
る
と
し
た
﹃
増
鏡
﹄
の
叙
述
と
は
異
な
る
経
緯
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

2
　
両
統
迭
立
の
端
＝
熈
仁
（
伏
見
）
の
立
坊

　
こ
れ
ま
で
﹃
増
鏡
﹄﹃
神
皇
正
統
記
﹄
に
も
と
づ
い
て
描
か
れ
て
き
た
歴
史
像
を
再
検
討
す
る
。

　
両
統
迭
立
の
端
緒
と
な
っ
た
、
伏
見
（
熈
仁
親
王
）
の
立
坊
に
つ
い
て
、
史
料
上
で
は
ま
ず
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
が
幕
府
は
治
天

を
誰
に
す
る
か
（
い
わ
ゆ
る
後
嵯
峨
院
の
素
意
）
を
、
大
宮
院
へ
伺
い
、
同
女
院
の
返
答
に
よ
っ
て
後
嵯
峨
の
素
意
は
亀
山
の
政

務
に
あ
っ
た
と
決
ま
り
、
文
永
十
一
（
一
二
七
四
）
年
に
亀
山
皇
子
の
後
宇
多
（
世
仁
親
王
）
が
即
位
し
た
と
説
明
す
る）

20
（

。

　
ま
た
、﹃
増
鏡
﹄
で
も
、
後
深
草
に
よ
る
院
政
は
行
わ
れ
ず
﹁
当
代
（
亀
山
天
皇
）
の
御
一
つ
筋
に
て
あ
る
べ
き
様
の
御
掟
な

り
け
り
﹂
と
な
っ
た
と
し
て
、
後
嵯
峨
没
後
の
皇
位
は
大
覚
寺
統
が
継
承
す
る
こ
と
と
決
ま
っ
て
い
た
と
す
る）

21
（

。
し
か
し
、
後
宇
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多
即
位
を
み
た
、
持
明
院
統
の
後
深
草
は
自
ら
の
境
遇
に
失
望
し
、
出
家
を
示
唆
し
た
と
い
う
。
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に

は
文
永
十
二
年
四
月
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
た
め
、
熈
仁
立
坊
の
方
針
が
決
ま
っ
た
あ
と
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
報
に

接
し
た
北
条
時
宗
は
、
後
深
草
に
同
情
し
、
そ
の
若
宮
（
伏
見
）
の
立
坊
を
朝
廷
へ
通
知
し
て
、
伏
見
立
坊
が
実
現
し
た
と
記
し

て
い
る）

22
（

。

　
こ
れ
ら
両
史
料
の
叙
述
は
現
在
の
議
論
に
お
い
て
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
伏
見
立
坊
に
い
た
る
政
治
過
程
の
研
究
史
と
し
て
は
、
古
典
的
学
説
た
る
竜
粛
氏）

23
（

に
よ
る
と
、
西
園
寺
実
兼
が
後
深
草
・
亀
山

に
娘
を
入
内
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
子
を
得
て
亀
山
院
政
下
で
頭
角
を
現
し
て
い
く
庶
流
の
洞
院
家
に
対
抗
し
て
、
不
遇
を
か
こ
っ

て
い
た
後
深
草
と
結
ん
で
伏
見
の
立
坊
を
幕
府
へ
働
き
か
け
こ
れ
を
実
現
し
た
、
と
関
東
申
次
の
動
向
か
ら
政
治
史
を
説
明
さ
れ

た
。

　
竜
氏
の
学
説
以
降
は
、
鎌
倉
後
期
の
幕
府
政
治
史
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
伏
見
立
坊
に
つ
い
て
は
、
蒙
古
襲
来
の
影
響
や

霜
月
騒
動
の
影
響
が
考
慮
さ
れ
る
研
究
が
登
場
す
る
。

　
村
井
章
介
氏）

24
（

は
、
伏
見
が
立
坊
さ
れ
た
周
辺
の
時
期
で
幕
府
の
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
た
蒙
古
襲
来
へ
の
臨
戦
態
勢
の
確
立
の

一
貫
と
し
て
、
朝
廷
内
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
村
井
氏
に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
建
治
元
年
十

一
月
以
降
、
蒙
古
襲
来
に
対
す
る
防
衛
体
制
を
確
立
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
さ
ら
に
幕
府
は
、
朝
廷
内
の
対
立
を
速
や
か
に
解
消
し

て
総
力
を
対
外
危
機
へ
の
対
応
に
向
け
る
た
め
、
持
明
院
統
か
ら
皇
子
を
擁
立
し
た
の
だ
ろ
う
と
し
、
建
治
元
年
と
い
う
タ
イ
ミ

ン
グ
を
頼
り
に
考
察
を
広
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
近
年
で
は
、
霜
月
騒
動
か
ら
平
禅
門
の
乱
に
至
る
幕
府
内
の
政
治
変
動
の
分
析
を
通
し
て
、
後
宇
多
か
ら
伏
見
へ
の
交
代
を
、

大
覚
寺
統
と
結
び
つ
く
安
達
泰
盛
に
対
抗
し
て
、
平
頼
綱
が
持
明
院
統
と
結
び
つ
き
、
頼
綱
が
幕
府
内
で
覇
権
を
握
っ
て
い
く
に
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従
い
、
朝
廷
内
で
も
持
明
院
統
が
優
位
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
、
伏
見
立
坊
は
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
森
幸
夫）

25
（

氏
は
、
御
内
人
の
平
頼
綱
の
動
向
に
注
目
し
、
霜
月
騒
動
に
よ
っ
て
幕
府
内
か
ら
安
達
派
を
一
掃
し
、
頼
綱
が
幕
府
政

治
の
主
導
権
を
握
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
朝
廷
内
で
は
頼
綱
と
繫
が
る
勢
力
が
政
治
に
大
き
く
介
入
し
て
い
た
こ
と
を
発
見

さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
勢
力
は
頼
綱
が
誅
殺
さ
れ
た
平
禅
門
の
乱
と
と
も
に
政
界
で
の
活
動
が
み
ら
れ
な
く
な
り
、
同
時
に
没
落
し

た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
安
達
泰
盛
と
亀
山
が
相
呼
応
し
て
推
進
し
た
﹁
弘
安
徳
政
﹂
を
頼
綱
は
否
定
し
、
朝
廷
の
統
治
権
的
な
支

配
に
介
入
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
政
治
で
も
主
導
権
を
握
っ
た
こ
と
で
、
頼
綱
政
権
は
、
幕
府
政
治
史
の
中
で
最
も
専
制
的
な
政

権
と
な
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
本
郷
和
人
氏）

26
（

も
同
様
の
路
線
で
、
安
達
派
と
平
派
の
対
立
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
弘

安
十
（
一
二
八
七
）
年
の
伏
見
践
祚
か
ら
遡
り
、
建
治
元
年
の
立
坊
に
お
い
て
も
、
安
達
泰
盛
│
亀
山
ラ
イ
ン
に
対
抗
す
る
平
頼

綱
│
後
深
草
ラ
イ
ン
を
想
定
し
、
次
第
に
後
者
が
優
位
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
細
川
重
男
氏）

27
（

は
、
頼
綱
が
幕
府
内
で
の
家
格
上
昇
に
よ
る
政
治
地
盤
の
安
定
化
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
﹁
王
朝
身
分
﹂
上
昇

を
企
図
し
て
持
明
院
統
へ
接
近
し
た
と
論
じ
ら
れ
た
。
平
頼
綱
の
狙
い
は
、
自
身
の
内
管
領
家
、
得
宗
家
、
将
軍
家
の
家
格
を
玉

突
き
的
に
上
昇
さ
せ
、
自
身
の
幕
府
内
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
頼
綱
は
優
勢
で
あ
っ

た
大
覚
寺
統
よ
り
も
不
遇
を
か
こ
つ
持
明
院
統
の
ほ
う
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
容
易
で
あ
る
と
考
え
、
治
天
を
持
明
院
統
の
後
深

草
に
代
え
、
さ
ら
に
将
軍
に
は
惟
康
を
廃
し
て
、
後
深
草
皇
子
の
久
明
親
王
を
迎
え
、﹁
王
朝
身
分
﹂
上
昇
と
い
う
自
己
本
位
の

目
的
の
達
成
の
た
め
に
持
明
院
統
に
接
近
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
対
し
て
は
樋
口
氏
に
よ
り
反
証
が
出
さ
れ
て
い
る
。
伏
見
立
坊
方
針
の
確
立
は
文
永
十
一
年
十
二
月
よ
り
前
、
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後
深
草
の
出
家
騒
動
は
文
永
十
二
年
四
月
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
章
を
あ
ら
た
め
て
述
へ
る
。

第
二
章
　
崇
光
上
皇
消
息
に
付
さ
れ
た
具
書
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
個
別
的
検
討

　
以
下
、︻
史
料
一
︼
の
文
永
九
年
八
月
関
東
奏
状
、
正
安
三
年
七
月
二
十
七
日
状
に
つ
い
て
重
点
的
に
検
討
し
、
嘉
暦
元
年
六

月
二
十
一
日
・
元
弘
元
年
六
月
九
日
関
東
状
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
建
武
三
年
の
尊
氏
ら
の
奏
状
は
光
明
の
踐
祚
を
認
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
両
統
迭
立
期
に
出
さ
れ
た
四
通
の
奏
状
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
状
の
背
景
事
情
と
意
味
合
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
を
考
え
て
い
く
。

1
　
熈
仁
（
伏
見
）
の
立
坊
「
文
永
九
年
八
月
伏
見
院
立
坊
事
関
東
奏
状
」
に
つ
い
て

　
文
永
九
年
八
月
の
伏
見
立
坊
通
知
の
信
ぴ
ょ
う
性
を
、
伏
見
立
坊
周
辺
か
ら
検
討
し
て
み
る
。

　
後
深
草
の
出
家
騒
動
に
つ
い
て
﹃
増
鏡
﹄
は
、﹁
世
を
背
か
む
の
儲
け
に
て
、
尊
号
を
も
返
し
奉
ら
せ
給
へ
ば
、
兵
杖
を
も
止

め
む
と
て
、
御
随
身
ど
も
召
し
て
、
禄
か
づ
け
暇
賜
る
程
、
い
と
心
細
し
と
思
ひ
合
へ
り）

32
（

﹂
と
述
べ
る
。
後
深
草
が
随
身
を
辞
退

し
た
の
は
文
永
十
二
（
建
治
元
）
年
四
月
九
日
で
あ
る
か
ら）

33
（

、
出
家
騒
動
の
時
期
も
そ
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
し

か
し
次
に
み
る
よ
う
に
、
伏
見
立
坊
に
向
け
た
幕
府
の
動
き
は
後
深
草
の
出
家
騒
動
以
前
に
進
行
し
て
い
た
。

　
樋
口
健
太
郎
氏）

28
（

に
よ
れ
ば
、
後
宇
多
の
大
嘗
会
の
直
後
か
ら
摂
関
人
事
を
め
ぐ
る
幕
府
の
動
き
が
活
発
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

文
永
十
一
年
十
二
月
三
日
に
幕
府
は
鷹
司
兼
平
に
摂
政
就
任
を
要
請
し
、
兼
平
は
こ
れ
を
断
る）

29
（

も
、
翌
建
治
元
年
十
月
に
再
度
要
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請
さ
れ
て
、
兼
平
は
摂
政
に
再
任
さ
れ
た
。

　
兼
平
が
摂
政
に
再
任
さ
れ
た
と
き
の
﹃
勘
仲
記
﹄
の
記
事
に
は
﹁
此
事
自
去
年
冬
比
、
東
風
吹
来
歟）

30
（

﹂
と
あ
る
か
ら
、
十
二
月

三
日
に
来
た
幕
府
の
使
者
の
目
的
は
、
樋
口
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
兼
平
の
摂
政
再
任
の
要
請
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

後
宇
多
の
大
嘗
会
は
十
一
月
十
九
日
で
あ
っ
た）

31
（

か
ら
、
大
嘗
会
の
直
後
に
摂
関
人
事
が
動
き
始
め
る
と
い
う
指
摘
も
従
う
べ
き
見

解
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
一
条
家
経
の
摂
政
を
一
年
余
り
で
辞
め
さ
せ
て
ま
で
幕
府
が
兼
平
を
再
登
板
さ
せ
た
要
因
に
つ
い
て
、
樋
口
氏
は
、﹁
亀
山
・

後
深
草
の
双
方
に
摂
政
・
関
白
と
し
て
仕
え
、
両
者
か
ら
信
頼
が
篤
か
っ
た
﹂
鷹
司
兼
平
が
﹁
熈
仁
の
立
太
子
に
よ
っ
て
後
深
草

が
復
活
し
、
朝
廷
内
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
な
か
﹂﹁
そ
の
調
整
役
と
な
る
こ
と
を
期
待
﹂
さ
れ
て
、
伏
見
立
太

子
の
半
月
前
に
摂
政
就
任
を
幕
府
か
ら
要
請
さ
れ
、
再
任
し
た
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
樋
口
氏
の
兼
平
へ
の
評
価
に
従
い
、
兼
平

に
伏
見
立
坊
後
の
朝
廷
内
の
調
整
役
を
担
わ
せ
る
こ
と
を
見
越
し
て
の
摂
関
人
事
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
事
が
動
き
始
め

た
の
は
後
宇
多
の
大
嘗
会
の
直
後
で
あ
り
、
幕
府
が
伏
見
立
坊
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
構
想
し
た
の
も
そ
の
周
辺
の
時
期

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
際
の
政
治
の
動
き
は
、
後
深
草
が
出
家
を
志
し
、
そ
れ
を
聞
き
届
け
た
幕
府
が

伏
見
立
坊
に
動
き
始
め
る
と
い
う
﹃
増
鏡
﹄
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
異
な
る
展
開
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
後
嵯
峨
死
没
直
後
に
勃
発
し
た
皇
位
継
承
問
題
に
つ
い
て
は
、﹃
神
皇
正
統
記
﹄
が
、
後
嵯
峨
院
の
素
意
に
よ
り
、
後

嵯
峨
没
後
の
皇
位
は
大
覚
寺
統
が
継
承
す
る
こ
と
と
決
ま
っ
た
と
す
る）

34
（

。
し
か
し
、
文
永
九
年
に
伏
見
立
坊
の
通
知
が
幕
府
か
ら

届
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
幕
府
は
わ
ざ
わ
ざ
大
宮
院
に
後
嵯
峨
院
の
素
意
を
聞
い
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
後
嵯
峨
の
意
向

と
異
な
る
こ
と
に
な
る
持
明
院
統
か
ら
の
皇
位
継
承
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　
大
宮
院
や
亀
山
か
ら
み
れ
ば
、
幕
府
の
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
お
お
い
に
気
に
入
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
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だ
ろ
う
が
、
伏
見
立
坊
後
に
亀
山
が
幕
府
に
対
し
て
表
立
っ
て
激
し
く
抵
抗
す
る
と
い
っ
た
動
き
は
史
料
上
に
看
取
さ
れ
な
い
。

亀
山
院
政
は
そ
の
後
も
順
調
に
展
開
し
、
弘
安
徳
政
に
結
実
す
る
。
こ
れ
は
、
伏
見
立
坊
が
後
深
草
の
出
家
騒
動
を
機
に
建
治
元

年
に
唐
突
に
決
ま
っ
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
文
永
九
年
の
後
嵯
峨
死
没
直
後
に
幕
府
か
ら
通
知
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
に
、
亀
山
は
表
向
き
幕
府
に
対
し
て
穏
便
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
大

過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
伏
見
立
坊
が
亀
山
に
容
認
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
文
永
九
年
八
月
に
伏
見
立
坊
を
通
知
し
た
の
ち
の
幕
府
が
、
持
明

院
統
一
辺
倒
に
は
な
ら
ず
、
当
面
の
大
覚
寺
統
の
治
世
も
維
持
さ
せ
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
伏
見
立
坊
の
通

知
は
、
後
宇
多
を
廃
太
子
す
る
も
の
で
は
な
く
、
後
宇
多
の
次
の
皇
太
子
を
伏
見
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
、
亀
山
│
後

宇
多
体
制
の
永
続
を
危
惧
す
る
持
明
院
統
を
宥
め
る
た
め
に
伏
見
立
坊
を
、
後
嵯
峨
死
没
と
同
年
に
示
す
と
と
も
に
、
伏
見
立
坊

後
も
亀
山
の
治
世
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
両
統
の
顔
を
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
伏
見
立
坊
の
方
針
が
、
後
嵯
峨
死
没
か
ら
開
か
な
い
時
期
に
幕
府
の
既
定
路
線
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

森
幸
夫
氏
・
本
郷
和
人
氏
・
細
川
重
男
氏
ら
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、
幕
府
内
に
両
統
の
対
立
と
結
び
つ
い
た
派
閥
の
形
成
は
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
伏
見
立
坊
は
、
安
達
・
平
の
対
立
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
幕
府
内
の
政
治
変
動
は
、
伏
見
立
坊
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
治
元
年
の
伏
見
立
坊
を
、
蒙
古
軍
へ
の
臨
戦
態
勢
の
確
立
と
の
関
係
性
か
ら
論
じ
ら
れ
た
村
井
氏
の
説
明
に
も
再
検
討
の
余

地
が
あ
ろ
う
。
文
永
九
年
八
月
と
は
、
村
井
氏
が
説
か
れ
る
異
国
警
固
体
制
の
構
築
以
前
で
あ
る
。
ま
た
立
坊
そ
れ
自
体
は
、
後

嵯
峨
死
没
と
同
年
の
決
定
で
あ
り
、
蒙
古
襲
来
へ
の
対
応
と
の
関
係
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
建
治
元
年
で
の
立
坊
と
い
う
の

も
後
宇
多
天
皇
即
位
の
翌
年
で
あ
る
か
ら
、
不
自
然
で
は
な
い
。
建
治
元
年
の
政
情
か
ら
立
坊
の
要
因
ま
で
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
推
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測
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　︻
史
料
一
︼
に
み
え
る
崇
光
の
主
張
は
﹁
兄
の
血
筋
に
皇
位
継
承
権
が
あ
る
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
文
永
九
年
に
幕
府
を
動

か
し
た
要
因
も
、
こ
の
﹁
長
子
優
先
﹂
と
い
う
主
張
だ
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
よ
っ
て
、
蒙
古
襲
来
お
よ
び
霜
月
騒
動
は
、
伏
見
の
立
坊
・
践
祚
の
根
本
的
な
要
因
と
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
の
ち
正
応
二
（
一
二
八
九
）
年
に
後
伏
見
（
胤
仁
親
王
）
が
立
坊
さ
れ
、
新
将
軍
に
は
持
明
院
統
か
ら
久
明
親
王
が
下
向

し
て
、
幕
府
は
持
明
院
統
へ
の
支
持
を
鮮
明
に
し
た
。
大
覚
寺
統
で
の
継
承
を
絶
望
視
し
た
亀
山
は
同
年
に
大
宮
院
や
後
宇
多
の

反
対
を
押
し
切
っ
て
出
家
す
る）

35
（

。

　︻
史
料
一
︼
に
は
、
正
応
二
年
の
後
伏
見
立
坊
と
永
仁
六
（
一
二
九
八
）
年
の
後
伏
見
践
祚
に
つ
い
て
の
状
が
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
。
前
者
の
伏
見
の
嫡
子
で
あ
る
後
伏
見
立
坊
は
、
正
嫡
か
ら
正
嫡
へ
皇
位
継
承
が
な
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
後
伏

見
立
坊
は
、
弟
が
兄
へ
譲
る
事
例
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
崇
光
に
と
っ
て
、
挙
げ
る
必
要
の
な
い
事
例
と
し
て
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
後
者
の
永
仁
六
年
の
後
伏
見
践
祚
も
同
様
の
理
由
で
も
あ
ろ
う
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
践
祚
は
大
覚
寺
統
の
圧
力
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
持
明
院
統
は
こ
れ
に
敗
れ
る
形
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
持
明
院
統
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
践
祚
で
あ
り
、
崇
光

に
は
不
都
合
な
過
去
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
節
で
は
文
永
九
年
に
幕
府
が
持
明
院
統
の
皇
位
継
承
権
を
認
め
、
熈
仁
（
伏
見
）
の
立
坊
を
保
証
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
﹁
両
統
迭
立
﹂
と
い
う
原
則
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
後
に
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
推
定
で
き
る
。
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2
　
富
仁
（
花
園
）
の
立
坊
「
正
安
二
（
三
）
年
七
廿
七
中
院
宮
立
坊
関
東
状
」
に
つ
い
て

　
次
に
、﹁
正
安
二
（
三
）
年
七
廿
七
中
院
宮
立
坊
関
東
状
﹂
が
出
さ
れ
る
に
い
た
る
背
景
事
情
お
よ
び
、
そ
の
状
の
持
つ
意
味

を
検
討
す
る
。
こ
の
﹁
中
院
宮
﹂
は
の
ち
に
花
園
天
皇
と
な
る
伏
見
天
皇
の
皇
子
富
仁
親
王
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
富
仁
立
坊

に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
後
宇
多
上
皇
の
幕
府
対
策
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
後
伏

見
が
短
期
間
で
皇
位
を
下
ろ
さ
れ
た
の
ち
に
、
後
二
条
の
皇
太
子
と
し
て
富
仁
は
立
て
ら
れ
、
両
統
か
ら
と
も
に
皇
子
が
擁
立
さ

れ
る
継
承
順
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
後
宇
多
の
幕
府
対
策
に
対
す
る
持
明
院
統
側
の
強
烈
な
反
発
と
、
そ
れ
を
受
け

た
幕
府
の
方
針
転
換
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
後
宇
多
の
幕
府
対
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
持
明
院
統
の
治
世
下
に
お
い
て
、
大
覚
寺
統
は
再
度
の
皇
位
獲
得
を

目
指
し
た
が
、
そ
の
方
法
と
は
、
鎌
倉
将
軍
家
と
の
関
係
構
築
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
述
べ
る
鎌
倉
将
軍
家
と
は
、

後
嵯
峨
皇
子
の
宗
尊
親
王
か
ら
始
ま
る
親
王
将
軍
家
で
あ
る
。
大
覚
寺
統
は
、
宗
尊
の
近
親
者
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
菊

地
大
樹
氏）

36
（

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
菊
地
氏
は
宗
尊
生
母
の
平
棟
子
と
大
覚
寺
統
と
の
関
係
を
亀
山
院
政
下
の
弘
安
年
間
よ

り
確
認
し
、
平
棟
子
は
大
覚
寺
統
も
含
め
た
後
嵯
峨
皇
統
の
庇
護
者
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
菊
地
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
宗
尊
の
親
族
と
大
覚
寺
統
と
の
関
係
は
平
棟
子
と
の
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
後

二
条
天
皇
践
祚
の
翌
年
で
あ
る
正
安
四
（
乾
元
元
・
一
三
〇
二
）
年
、
宗
尊
女
の
瑞
子
が
叙
位
・
内
親
王
宣
下
・
立
后
も
な
い
ま

ま
、
後
宇
多
院
の
猶
子
と
し
て
堀
川
具
守
亭
に
お
い
て
准
三
宮
お
よ
び
女
院
号
（
永
嘉
門
院
）
宣
下
を
受
け
る
。
永
嘉
門
院
は
文

永
九
年
に
同
四
（
一
二
六
七
）
年
か
ら
帰
洛
し
て
い
た
宗
尊
と
堀
川
通
具
孫
女
の
間
に
誕
生
し
た
。
そ
の
の
ち
、
時
期
は
特
定
で
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き
な
い
も
の
の
、﹃
増
鏡）

37
（

﹄
で
は
、
後
宇
多
の
妃
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
、
後
二
条
天
皇
嫡
子
の
邦
良
の
養
母
と
さ
れ
て
い
る
が）

38
（

、

そ
の
養
育
関
係
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、﹃
増
鏡
﹄
ほ
か
諸
史
料
か
ら
直
接
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
菊
地
氏
は
、
正
安
四
年
の
女
院
号
宣
下
が
、
同
二
（
一
三
〇
〇
）
年
に
誕
生
し
た
邦
良
親
王
を
庇
護
す
る
に
相

応
し
い
身
位
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
女
院
号
宣
下
の
数
か
月
後
に
邦
良
の
立
親
王
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
女
院
号
宣
下
の
場
が
永
嘉
門
院
の
母
（
堀
川
通
具
孫
女
）
か
つ
後
二
条
天
皇
生
母
（
邦
良
祖
母
の
西

華
門
院
堀
川
基
子
）
の
一
族
で
あ
る
堀
川
家
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る）

39
（

。
後
宇
多
が
邦

良
を
永
嘉
門
院
に
養
育
さ
せ
た
理
由
は
、
邦
良
流
を
土
御
門
王
統
・
後
嵯
峨
王
統
を
継
承
す
る
者
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
、
幕
府
か

ら
の
支
持
を
得
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
菊
地
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
宗
尊
王
孫
と
大
覚
寺
統

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
永
仁
三
（
一
二
九
五
）
年
、
久
明
と
惟
康
女
（
宗
尊
孫
女
す
な
わ
ち
永
嘉
門
院
の
姪
）
が
婚
姻
関
係
を
結
び）

40
（

、
正
安
三
（
一
三

〇
一
）
年
に
久
明
と
惟
康
女
と
の
あ
い
だ
に
は
最
後
の
将
軍
で
あ
る
守
邦
親
王
が
誕
生
し
て
い
る）

41
（

。
す
な
わ
ち
永
嘉
門
院
は
永
仁

三
年
以
降
、
将
軍
室
の
縁
戚
で
あ
り
、
正
安
三
年
以
降
は
、
次
期
将
軍
の
母
方
の
縁
戚
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
永
仁
三
年
に
は
後

二
条
の
縁
戚
の
永
嘉
門
院
が
将
軍
久
明
の
縁
戚
と
な
り
、
さ
ら
に
は
永
仁
六
年
に
京
極
為
兼
の
佐
渡
配
流
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
、

政
治
情
勢
は
大
覚
寺
統
に
有
利
に
な
り
始
め
、
つ
い
に
は
後
二
条
（
邦
治
親
王
）
の
立
太
子
を
実
現
し
た
。
そ
の
後
二
条
の
皇
子

と
し
て
正
安
二
年
に
邦
良
が
誕
生
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
勢
い
づ
い
た
大
覚
寺
統
は
、
同
年
末
に
幕
府
へ
後
二
条
践
祚
を
働
き
か
け
、

正
安
三
年
正
月
に
実
現
し
た
。
よ
っ
て
、
後
二
条
の
践
祚
は
鎌
倉
将
軍
家
と
の
縁
戚
関
係
構
築
を
通
じ
て
練
ら
れ
た
大
覚
寺
統
の

皇
位
継
承
戦
略
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
幕
府
が
以
上
の
よ
う
な
大
覚
寺
統
か
ら
の
働
き
か
け
に
呼
応
し
、
同
統

支
持
に
動
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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後
宇
多
上
皇
は
持
明
院
統
か
ら
二
代
続
い
て
も
な
お
、
大
覚
寺
統
で
の
皇
位
継
承
を
諦
め
ず
、
邦
良
を
将
軍
家
縁
戚
に
養
育
さ

せ
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
を
強
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
幕
府
は
大
覚
寺
統
を
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
状
況
に
陥
り
、
後
二
条
の

皇
位
継
承
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
幕
府
に
よ
る
大
覚
寺
統
支
援
に
よ
り
、
わ
ず
か
三
年
の
在
位
で
退

位
さ
せ
ら
れ
た
後
伏
見
と
持
明
院
統
に
は
強
い
不
満
が
残
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
史
料
﹃
恒
明
親
王
立
坊
事
書
案
﹄
に
お

い
て
も
、
後
二
条
の
退
位
を
幕
府
へ
要
求
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
持
明
院
統
の
強
い
不
満
に
対
し
、
幕
府
は
同
年
中
に
花
園
（
富
仁
親
王
）
の
立
坊
を
通
知
す
る
。
大
覚
寺
統
と
の
関
係
が
強
化

さ
れ
て
も
な
お
、
幕
府
は
花
園
を
擁
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
覚
寺
統
一
辺
倒
と
は
な
ら
ず
、
持
明
院
統
も
支
援
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。︻
史
料
一
︼
の
﹁
正
安
二
（
三
）
年
七
廿
七
中
院
宮
立
坊
関
東
状
﹂
は
、
そ
の
と
き
に
幕
府
か
ら
送
ら
れ
た
状
で
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
。

　
な
お
、
こ
の
と
き
花
園
は
後
伏
見
の
猶
子
と
な
っ
て
立
坊
す
る
。

　︻
史
料
二
︼
伏
見
上
皇
置
文
写）

42
（

□
（
今
）
度
立
坊
事
、
為
二
御
猶
子
儀
一
、
令
レ
達
二
其
望
一
之
上
者
、
始
終
偏
可
レ
被
レ
任
二
御
意
一
候
、
凡
両
流
相
分
之
條
、

不
レ
可
レ
然
之
由
、
関
東
も
令
レ
存
候
歟
、
然
而
皇
子
未
出
来
之
間
、
就
レ
無
二
其
仁
一
、
依
二
御
猶
子
號
一
、
立
坊
已
了
、

皇
子
出
生
之
時
者
、
為
二
嫡
孫
之
儀
一
、
向
後
継
体
正
嫡
一
流
之
外
、
更
不
レ
可
レ
有
二
悕
望
一
候
、
春
宮
若
以
レ
謂
レ
達
二
先

途
一
、
対
二
御
子
孫
一
相
争
之
所
存
候
者
、
偏
可
レ
為
二
不
義
不
孝
之
仁
一
候
、
如
レ
此
申
置
之
上
、
努
力
〳
〵
不
レ
可
レ
有
二

子
細
一
候
、
此
條
又
為
レ
国
為
レ
世
、
更
無
二
私
事
一
候
、
殊
可
レ
有
二
御
意
得
一
候
也
、
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正
安
三
年
九
月
一
日
　
　
　
　
　
　
御
判

　
伏
見
か
ら
後
伏
見
へ
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
び
の
花
園
の
立
坊
に
つ
い
て
は
、
後
伏
見
の
猶
子
と
し
て
達
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
花
園
は
始
終
ひ
た
す
ら

に
後
伏
見
の
意
志
の
と
お
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
お
よ
そ
皇
統
が
後
伏
見
と
花
園
の
二
つ
の
血
筋
に
二
分
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
幕
府
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
伏
見
に
未
だ
皇
子
が
生
ま
れ
て
お
ら

ず
、
皇
位
を
継
ぐ
べ
き
人
物
が
い
な
い
た
め
、
花
園
は
猶
子
と
な
っ
て
立
坊
し
た
。
後
伏
見
に
皇
子
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
、
後

伏
見
の
嫡
孫
と
し
て
、
今
後
は
継
体
の
正
嫡
で
あ
る
血
筋
以
外
に
は
、
決
し
て
皇
位
へ
の
望
み
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
花
園
が

皇
位
に
達
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
後
伏
見
の
子
孫
に
向
か
っ
て
敵
対
心
を
も
っ
た
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
花
園
は
不
義
不
孝
の
人
物

で
あ
る
。
朕
（
伏
見
）
が
こ
の
よ
う
に
言
い
置
く
か
ら
に
は
、
花
園
は
決
し
て
異
論
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
世
の

た
め
国
の
た
め
で
、
決
し
て
個
人
的
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
く
理
解
し
て
お
き
な
さ
い
。

　
つ
ま
り
、
花
園
立
坊
は
後
伏
見
に
皇
子
が
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
中
継
ぎ
で
あ
り
、
持
明
院
統
の
正
嫡
は
後
伏
見
流
で
あ
る

こ
と
を
伏
見
は
言
い
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
持
明
院
統
が
後
伏
見
流
と
花
園
流
に
分
裂
し
て
争
う
事
態
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。

　
持
明
院
統
は
、
両
統
の
分
立
状
況
で
は
自
統
を
、
自
統
内
部
で
は
弟
が
兄
を
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
正
嫡
へ
の
継
承
を
主
張
し

て
い
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
応
安
三
年
の
崇
光
書
状
を
考
え
て
み
る
と
、
崇
光
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
富
仁
の
立
坊
は
、
大
覚
寺
統
が

有
利
な
状
況
に
お
い
て
も
な
お
、
武
家
が
持
明
院
統
を
庇
護
し
た
立
坊
、
か
つ
、
弟
の
花
園
が
兄
の
後
伏
見
猶
子
と
な
っ
て
、
兄

の
血
統
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
の
立
坊
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
弟
の
後
光
厳
流
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で
は
な
く
、
自
身
の
崇
光
流
で
の
継
承
を
武
家
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
た
い
崇
光
か
ら
み
れ
ば
都
合
の
良
い
事
例
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
、
そ
の
当
時
の
武
家
の
奏
状
が
細
川
頼
之
に
示
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
こ
の
花
園
立
坊
に
対
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り
大
覚
寺
統
は
国
に
二
主
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
幕
府
へ
吉
田
経
長

を
派
遣
し
て
猛
抗
議
し
、
幕
府
は
、
治
世
は
大
覚
寺
統
に
あ
り
、
後
二
条
の
在
位
年
数
も
大
覚
寺
統
の
叡
慮
に
あ
る
の
が
よ
い
と

通
知
し
た）

43
（

。

　
大
覚
寺
統
の
抗
議
の
背
景
に
は
、﹁
立
坊
（
花
園
）
之
上
者
、
御
治
世
（
大
覚
寺
統
）
不
可
有
程
之
由
、
富
小
路
殿
（
伏
見
）

祗
候
人
等
称
之
﹂
と
、
花
園
が
立
て
ら
れ
た
か
ら
に
は
大
覚
寺
統
の
治
世
は
長
く
な
い
と
主
張
す
る
者
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
後
二
条
立
坊
の
の
ち
、
後
伏
見
が
早
々
に
退
位
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
噂
で
あ
ろ
う
。
大
覚
寺
統
に
対
し
幕
府

は
、﹁
両
御
流
践
祚
不
可
依
違
、
遅
速
可
在
叡
慮
﹂
と
の
方
針
を
示
し
た
。
鎌
倉
幕
府
は
﹁
両
御
流
践
祚
﹂
す
な
わ
ち
両
統
か
ら

の
践
祚
は
相
違
な
く
、
在
位
年
数
は
叡
慮
に
よ
る
の
が
よ
い
と
言
明
し
た
わ
け
で
あ
り
、
両
統
迭
立
の
原
則
が
明
確
に
表
れ
た
事

例
で
あ
る
。

　︻
史
料
二
︼
の
﹁
凡
両
流
相
分
之
條
、
不
可
然
之
由
、
関
東
も
令
存
候
歟
﹂
と
い
う
記
述
に
関
し
て
は
、
坂
口
太
郎
氏
が
、
後

伏
見
流
と
花
園
流
に
分
裂
し
て
争
う
事
態
を
鎌
倉
幕
府
は
忌
避
し
て
お
り
、
北
条
貞
時
の
方
針
は
両
統
そ
れ
ぞ
れ
の
正
嫡
の
み
で

の
継
承
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る）

44
（

。
つ
ま
り
幕
府
は
正
安
三
年
に
持
明
院
統
嫡
流
・
大
覚
寺
統
嫡
流
の
双
方
の
継
承
を
容
認

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
旦
は
持
明
院
統
か
ら
二
代
続
い
た
こ
と
で
、
大
覚
寺
統
の
継
承
は
否
定
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
正
安
三
年
に
後
二
条
践

祚
が
実
現
し
た
。
そ
の
背
景
と
は
、
先
述
し
た
大
覚
寺
統
の
激
し
い
働
き
か
け
、
す
な
わ
ち
将
軍
家
を
通
じ
た
関
係
強
化
に
よ
っ

て
、
幕
府
が
大
覚
寺
統
を
支
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
花
園
立
坊
に
よ
っ
て
幕
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府
は
持
明
院
統
も
支
援
し
て
両
統
迭
立
の
方
針
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
伏
見
│
後
伏
見
と
続
け
さ
せ
た
こ
と
で
、

持
明
院
統
か
ら
の
継
承
が
い
ま
さ
ら
否
定
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
次
節
で
後
述
す
る
が
、
幕
府
は
当
初
、
両
統
の
﹁
長
嫡
﹂
で
あ
る
後
深
草
の
皇
子
の
伏
見
を
優
遇
し
、
さ
ら
に
は
伏
見
嫡
子
で

あ
る
後
伏
見
を
擁
立
さ
せ
、
持
明
院
統
へ
の
支
持
を
鮮
明
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
の
ち
大
覚
寺
統
か
ら
の
働
き
か

け
に
よ
っ
て
、
大
覚
寺
統
を
も
支
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
両
統
迭
立
と
は
文
永
九
年
八
月
の
通

知
を
捻
じ
曲
げ
る
、
そ
の
後
の
後
宇
多
上
皇
に
よ
る
将
軍
家
と
の
姻
族
関
係
構
築
の
努
力
に
よ
っ
て
、
後
嵯
峨
没
後
か
ら
正
安
三

年
に
か
け
て
紆
余
曲
折
を
経
て
、
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3
　
大
覚
寺
統
の
分
裂
と
鎌
倉
幕
府

　
さ
て
、︻
史
料
一
︼
に
記
さ
れ
た
、
正
安
三
年
の
花
園
立
坊
の
通
知
と
嘉
暦
元
年
の
光
厳
立
坊
の
通
知
と
で
は
、
間
が
二
十
年

以
上
も
空
い
て
い
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
間
の
皇
位
継
承
問
題
の
動
き
を
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
持
明
院
統
の
主
張
か
ら
、
両
統

迭
立
原
則
の
形
成
過
程
を
検
討
し
て
い
く
。

　
嘉
元
元
（
一
三
〇
三
）
年
五
月
九
日
、
晩
年
の
亀
山
と
昭
訓
門
院
瑛
子
と
の
間
に
恒
明
が
誕
生
し
た
。
以
降
、
嘉
元
か
ら
延
慶

元
（
一
二
〇
八
）
年
に
か
け
、
こ
の
幼
児
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
大
覚
寺
統
は
最
初
の
内
部
分
裂
を
引
き
起
こ
し
た
。
亀
山
は
後
宇

多
流
に
で
は
な
く
、
恒
明
へ
の
皇
位
継
承
を
画
策
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
恒
明
を
め
ぐ
る
政
治
的
混
乱
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
氏）

45
（

の
研
究
に
詳
し
い
。
森
氏
は
徳
治
二
年
に
持
明
院
統
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
﹁
恒
明
親
王
立
坊
事
書
案
﹂
の
内
容
を
中
心
に
両
統
の
対
立
を
考
察
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
持
明
院
統
は
後
宇
多
と
対
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立
関
係
に
あ
る
恒
明
と
結
託
し
て
、
亀
山
の
遺
勅
を
覆
し
た
後
宇
多
を
糾
弾
し
、
幕
府
に
対
し
て
恒
明
の
立
坊
と
東
宮
花
園
の
践

祚
を
訴
え
て
い
る
。

　︻
史
料
三
︼　
徳
治
二
年
伏
見
上
皇
事
書
案）

46
（

（
前
略
）

新
院
（
後
伏
見
）
御
在
位
纔
三
ヶ
年
、
雖
レ
無
二
指
御
科
一
、
忽
以
推
譲
、
当
今
（
後
二
条
）
登
極
以
後
、
已
七
ヶ
年
、
更

不
レ
可
レ
謂
二
早
速
一
、
況
於
レ
比
二
正
安
之
儀
一
哉
、
抑
後
深
草
院
・
亀
山
院
両
方
御
流
不
レ
可
レ
有
二
断
絶
一
之
由
、
関
東

先
々
被
レ
申
了
、
此
條
於
二
後
嵯
峨
院
叡
慮
一
重
々
有
二
子
細
一
、
度
々
被
レ
申
二
関
東
一
了
、
定
有
二
御
存
知
一
歟
、

（
中
略
）

所
詮
如
二
先
々
沙
汰
一
、
両
御
流
共
不
レ
可
レ
有
二
断
絶
之
儀
一
者
、
一
方
可
レ
在
二
彼
親
王
一
歟
、
但
若
雖
レ
為
二
法
皇
之
御

素
意
一
、
親
王
（
恒
明
）
若
難
レ
被
レ
備
二
御
正
嫡
一
者
、
亀
山
院
御
流
爰
可
二
断
絶
一
歟
、
然
者
就
二
根
源
一
、
尋
二
後
嵯
峨

院
御
素
意
一
、
可
レ
帰
二
正
統
長
嫡
之
御
一
流
一
乎
、
文
永
法
皇
（
後
嵯
峨
）
崩
御
之
刻
、
於
二
御
素
意
一
者
雖
レ
為
二
分
明 

一
、
只
以
二
髣
髴
之
御
自
称
一
、
亀
山
院
知
二
食
天
下
事
一
了
、

（
中
略
）

凡
尋
二
後
嵯
峨
院
御
素
意
一
者
無
下
可
レ
被
レ
分
二
両
流
一
之
所
見
上
、
守
二
亀
山
院
之
御
遺
勅
一
者
親
王
（
恒
明
）
可
レ
為
二

継
嗣
之
正
嫡
一
、
云
レ
彼
云
レ
是
、
当
時
之
儀
不
レ
叶
二
其
理
一
乎
、

（
後
略
）
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事
書
案
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
後
伏
見
の
﹁
御
在
位
纔
三
ヶ
年
﹂
へ
の
不
満
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
後
伏
見
は
三
年
で
譲
位
し
た
の
だ
か
ら
、
在
位
七
年
と
な
っ
た
後
二
条
が
い
ま
譲
位
す
る
こ
と
は
拙
速
と
は
言
え
な
い

と
し
て
、﹁
御
在
位
纔
三
ヶ
年
﹂
へ
の
不
満
を
、
後
二
条
譲
位
を
訴
え
る
こ
と
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
持
明
院
統
が
根

拠
と
し
た
、
後
伏
見
の
譲
位
は
、
大
し
た
﹁
御
科
﹂
も
無
か
っ
た
が
、
唐
突
に
譲
位
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後

伏
見
に
非
は
無
い
と
す
る
持
明
院
統
の
主
張
か
ら
は
、
早
期
退
位
の
要
因
が
大
覚
寺
統
か
ら
の
圧
力
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
の
圧
力
の
具
体
的
中
身
と
は
、
先
に
述
べ
た
大
覚
寺
統
と
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
強
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
縁
戚

関
係
の
構
築
を
通
し
た
大
覚
寺
統
か
ら
の
働
き
か
け
に
幕
府
は
立
坊
後
三
年
で
の
後
二
条
の
践
祚
で
応
じ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
持

明
院
統
に
は
強
い
不
満
が
残
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
持
明
院
統
の
鬱
憤
に
幕
府
は
花
園
立
坊
で
応
じ
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り

だ
が
、
持
明
院
統
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
屈
辱
的
な
譲
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う）

47
（

。

　
事
書
案
で
は
次
に
恒
明
の
立
坊
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ
の
史
料
の
主
要
な
訴
え
で
あ
る
。
亀
山
院
御
素
意
で
は
、
大

覚
寺
統
の
﹁
御
正
嫡
﹂
は
恒
明
に
あ
り
、
恒
明
を
立
坊
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
大
覚
寺
統
の
断
絶
と
も
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。
森
茂
暁
氏
に
よ
れ
ば
持
明
院
統
は
幕
府
の
﹁
両
御
流
共
不
可
有
断
絶
之
儀
﹂
と
い
う
方
針
を
逆
手
に
と
っ
て
、
断

絶
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
恒
明
を
立
坊
さ
せ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
恒
明
立
坊
の
正
当
性
を
訴
え
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
持
明

院
統
の
狙
い
は
、
恒
明
を
立
坊
さ
せ
花
園
が
践
祚
し
後
二
条
が
譲
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
花
園
践
祚
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
た
め
に
大
覚
寺
統
の
分
裂
に
便
乗
し
、
持
明
院
統
は
恒
明
に
接
近
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
幕
府
の
相
続
法

制
で
は
譲
与
者
の
意
思
（
悔
返
）
が
最
優
先
だ
っ
た
か
ら
、
譲
与
者
の
亀
山
が
恒
明
を
指
名
し
た
以
上
、
後
宇
多
の
異
論
に
は
法

慣
行
上
の
無
理
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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さ
て
、
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
、
恒
明
立
坊
を
要
求
す
る
な
か
で
言
明
さ
れ
た
﹁
後
嵯
峨
院
御
素
意
﹂
と
﹁
正
統
長
嫡
﹂
と
い

う
主
張
で
あ
る
。

　
鎌
倉
幕
府
は
後
深
草
・
亀
山
の
﹁
両
方
御
流
﹂
は
断
絶
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
前
々
か
ら
申
し
て
い
た
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
﹁
後
嵯
峨
院
叡
慮
﹂
か
ら
し
ば
し
ば
異
議
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
持
明
院
統
は
幕
府
に
も
伝
え
て
い
た
と
い
う
こ
と

だ
。
ま
た
、
持
明
院
統
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
後
嵯
峨
院
の
素
意
は
﹁
正
統
長
嫡
﹂
へ
の
統
一
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
﹁
分
明
﹂
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
文
永
九
年
に
後
嵯
峨
が
崩
じ
た
と
き
、
亀
山
が
﹁
髣
髴
之
御
自
称
﹂、
曖
昧
な
主
張
を
自
ら
称
し
て
治
世
を

行
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
後
嵯
峨
の
素
意
に
は
両
流
に
分
か
れ
て
よ
い
と
す
る
意
向
は
無
い
と
も
主
張
し
て
い
る
。

　
後
嵯
峨
は
生
前
に
亀
山
│
後
宇
多
と
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
、
大
覚
寺
統
で
の
継
承
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
持
明
院
統
の
主
張
は
正
統
の
﹁
長
嫡
﹂、
つ
ま
り
後
嵯
峨
の
皇
統
は
持
明
院
統
に
よ
っ
て
継
が
れ
る
も

の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幕
府
が
当
初
、
両
統
の
う
ち
兄
に
あ
た
る
後
深
草
の
嫡
子
で
あ
る
伏
見
の
立
坊
を
認
め
、

さ
ら
に
は
伏
見
嫡
子
の
後
伏
見
を
擁
立
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
﹁
長
嫡
﹂
の
論
理
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　︻
史
料
二
︼
で
み
た
よ
う
に
、
幕
府
は
正
安
三
年
に
は
両
統
迭
立
の
方
針
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
持
明
院
統
で
は
﹁
長
嫡
﹂
で

の
継
承
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
幕
府
は
、
両
統
の
う
ち
ど
ち
ら
が
正
統
で
あ
る
か
決
定
す
る
こ
と
を
正
安
三
年
に
放
棄
し
た

が
、
両
統
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
は
、
継
承
権
は
﹁
長
嫡
﹂
に
あ
る
と
し
て
お
り
、﹁
長
嫡
﹂
が
優
遇
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
文
永
九
年
八
月
の
状
況
を
考
え
て
み
れ
ば
、
後
嵯
峨
の
没
後
、
幕
府
は
生
前
に
既
に
あ
っ
た
亀
山
│
後
宇
多
の
体
制

の
継
続
を
支
持
し
た
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
持
明
院
統
の
﹁
長
嫡
﹂
の
主
張
に
妥
協
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
方
針
は
後
伏
見
立
坊
ま
で
続
く
が
、
そ
の
後
の
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
上
皇
の
巻
き
返
し
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
両
統
迭
立
と
い

う
方
針
に
落
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
こ
の
政
治
混
乱
の
勝
者
は
後
宇
多
だ
っ
た
。
恒
明
・
持
明
院
統
の
必
死
の
哀
願
も
幕
府
に
は
容
れ
ら
れ
ず
、
恒
明
が
皇

位
を
継
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
幕
府
も
後
宇
多
と
同
様
に
亀
山
の
意
向
を
無
視
し
、
恒
明
で
は
な
く
後
宇
多
を
大
覚
寺

統
の
後
継
者
と
し
て
認
め
た
と
い
え
る
。

　
幕
府
が
後
宇
多
を
庇
護
し
た
理
由
と
し
て
菊
地
氏
は
、﹁
亀
山
の
恣
意
的
な
皇
統
の
采
配
に
端
を
発
す
る
大
覚
寺
統
内
の
動
揺

に
対
し
、
自
己
を
含
め
、
亀
山
の
嫡
孫
へ
皇
統
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
し
た
後
宇
多
の
構
想
が
理
非
を
わ
き
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、

幕
府
と
し
て
支
持
す
る
に
足
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う）

48
（

﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
と
考
え
る
。

幕
府
が
恒
明
を
支
持
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
持
明
院
統
と
し
て
は
、
後
深
草
│
伏
見
│
後
伏
見
の
嫡
流
が
、
大
覚
寺
統
と
し
て
は

亀
山
│
後
宇
多
│
後
二
条
の
嫡
流
が
、
そ
の
皇
統
と
し
て
幕
府
に
認
知
さ
れ
、
両
統
迭
立
は
維
持
さ
れ
た
。
ま
た
、
後
宇
多
と
鎌

倉
幕
府
と
の
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
勝
因
は
先
述
し
た
邦
良
と
将
軍
家
縁
戚
と
の
関
係
構
築
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
後
宇
多
の
嫡
流
で
あ
る
邦
良
流
に
は
、
平
棟
子
・
永
嘉
門
院
と
い
う
将
軍
家
縁
戚
が
庇
護
者
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
幕
府

と
し
て
は
後
宇
多
の
意
向
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
後
宇
多
は
こ
の
の
ち
も
嫡
流
で
あ
る
邦
良
と
鎌
倉
将
軍
家
と
の
関
係
を
維
持
す
る
。
菊
地
氏
に
よ
れ
ば
、
平
棟
子
と
邦
良
と
の

関
係
を
明
示
す
る
史
料
が
徳
治
年
間
（
一
三
〇
六
~
一
三
〇
八
）
に
も
み
ら
れ
る
。
後
宇
多
は
棟
子
を
准
祖
母
と
し
て
遇
し
、
ま

た
、
平
棟
子
の
所
領
を
別
相
伝
と
し
て
邦
良
へ
譲
与
す
る
旨
を
言
い
置
い
て
い
た
こ
と
で
、
後
宇
多
の
准
祖
母
と
さ
れ
た
宗
尊
親

王
実
母
の
平
棟
子
と
邦
良
と
の
間
に
、
所
領
の
相
承
関
係
を
築
い
た）

49
（

。
後
宇
多
は
、
恒
明
親
王
立
坊
問
題
と
い
う
大
覚
寺
統
の
最

初
の
分
裂
に
際
し
、
邦
良
と
将
軍
家
縁
戚
と
の
関
係
を
さ
ら
に
深
め
、
幕
府
に
対
し
て
は
、
邦
良
こ
そ
が
自
ら
の
嫡
流
で
あ
り
、

邦
良
を
支
持
す
る
よ
う
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
肝
心
の
邦
良
は
周
知
の
よ
う
に
健
康
面
に
不
安
要
素
が
あ
り
、
い
ず
れ
邦
良
へ
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
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て
、﹁
一
代
主
﹂
と
し
て
後
宇
多
皇
子
の
尊
治
が
立
太
子
し
た
。
幕
府
は
﹁
法
皇
叡
慮）

50
（

﹂
に
よ
っ
て
大
覚
寺
統
か
ら
立
坊
す
る
こ

と
を
後
宇
多
上
皇
に
要
請
し
、
後
宇
多
の
意
向
に
よ
っ
て
尊
治
が
選
ば
れ
た
。

　
こ
の
の
ち
、
文
保
の
和
談
に
お
い
て
立
坊
順
が
後
二
条
の
一
宮
の
邦
良
、
そ
し
て
そ
の
次
に
後
伏
見
皇
子
の
量
仁
（
光
厳
天

皇
）
と
定
め
ら
れ
る）

51
（

に
い
た
る
経
緯
は
、
森
茂
暁
氏）

52
（

の
研
究
に
詳
し
い
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、
文
保
二
年
正
月
に
後
宇
多
は
治
世
交

代
を
持
明
院
統
に
打
診
し
、
条
件
と
し
て
将
来
の
量
仁
践
祚
を
確
約
し
た
﹁
後
宇
多
院
御
契
約
﹂
を
示
し
た
。
持
明
院
統
は
こ
れ

を
承
諾
し
、
二
月
に
花
園
譲
位
、
後
醍
醐
践
祚
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。
ま
た
、
幕
府
が
提
示
し
た
立
坊
順
を
持
明

院
統
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
の
に
、﹁
後
宇
多
院
御
契
約
﹂
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
、
文
保
二
年
の
後
醍
醐
践

祚
・
邦
良
立
太
子
・
第
二
次
後
宇
多
院
政
の
開
始
に
つ
い
て
は
﹁
後
宇
多
法
皇
の
猛
烈
な
攻
勢
に
、
持
明
院
統
が
け
お
さ
れ
る
格

好
で
政
権
の
交
代
が
な
さ
れ
た
﹂
と
さ
れ
て
い
る）

53
（

。

　
ま
た
森
氏
は
、﹁
東
使
が
帰
っ
た
の
ち
の
、
主
と
し
て
後
宇
多
法
皇
の
政
治
力
に
主
導
さ
れ
た
両
統
の
交
渉
過
程
を
も
﹃
文
保

御
和
談
﹄
に
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
、
後
宇
多
の
辣
腕
な
政
治
力
も
評
価
し
た
、
新
た
な
﹁
文
保
の
和
談
﹂

像
を
提
起
さ
れ
て
い
る）

54
（

。

　
幕
府
か
ら
要
請
さ
れ
た
も
の
は
、
両
統
と
も
に
断
絶
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
方
針
と
、
両
統
の
﹁
御
和
与
儀）

55
（

﹂
に
よ
る
決
着
、

す
な
わ
ち
両
統
の
合
意
に
よ
る
解
決
が
目
指
さ
れ
た
た
め
、
持
明
院
統
か
ら
の
立
坊
も
確
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
両
統
迭
立
の

原
則
は
維
持
さ
れ
た
。

　
後
宇
多
に
と
っ
て
妥
協
で
き
な
い
唯
一
の
点
は
邦
良
へ
の
継
承
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
ず
幕
府
が
優
先
し
て
提
示
し
た
立
坊
順
が

邦
良
↓
量
仁
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う）

56
（

。
後
宇
多
は
邦
良
流
を
将
軍
家
縁
戚
と
し
た
も
の
の
、
鎌
倉
幕
府
は
後
宇
多
の
み
を
庇
護
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
制
約
の
な
か
で
、
大
覚
寺
統
か
ら
皇
位
に
就
く
皇
統
を
邦
良
流
に
確
定
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
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あ
る
。4

　�

量
仁
（
光
厳
）
の
立
坊
・
践
祚
に
つ
い
て

　
さ
て
、
再
び
︻
史
料
一
︼
の
﹁
応
安
三
年
十
一
月
崇
光
上
皇
消
息
﹂
の
考
証
に
戻
る
が
、
い
ま
問
題
と
な
る
嘉
暦
元
年
の
光
厳

立
坊
の
通
知
の
背
景
に
は
邦
良
の
急
死
と
い
う
情
勢
転
換
が
あ
っ
た
。
邦
良
が
同
年
三
月
に
急
死
す
る
と
、
そ
の
の
ち
恒
明
・
邦

省
（
邦
良
同
母
弟
）・
尊
良
（
後
醍
醐
一
宮
）・
量
仁
の
間
で
東
宮
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
争
い
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る）

57
（

。
量
仁
立
坊

を
実
現
し
た
い
持
明
院
統
か
ら
は
日
野
俊
光
が
三
月
に
関
東
へ
下
向
し
、
俊
光
は
五
月
に
同
地
で
客
死）

58
（

し
た
が
、
量
仁
立
坊
は
七

月
二
十
四
日
に
実
現
し
た
。

　︻
史
料
一
︼
の
﹁
六
月
廿
一
日
光
厳
院
立
坊
事
同
状
﹂
は
こ
の
と
き
に
幕
府
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。﹁
本
無

年
号
﹂
と
記
さ
れ
る
が
、
嘉
暦
元
年
の
も
の
と
み
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
六
月
二
十
一
日
と
い
う
日

付
も
、
持
明
院
統
と
幕
府
と
の
交
渉
と
量
仁
立
坊
の
間
に
あ
る
日
付
で
あ
り
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
崇
光
に
と
っ
て
こ
の
立
坊
は
、

皇
位
が
兄
の
後
伏
見
流
に
戻
っ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
嘉
暦
元
年
の
大
覚
寺
統
庶
流
と
の
争
い
の
な
か
で
、
幕
府
が
文
保
の
和
談

で
定
め
ら
れ
た
立
太
子
順
に
基
づ
き
、
持
明
院
統
嫡
流
を
庇
護
し
た
事
例
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
て
つ
ぎ
に
、﹁
元
弘
元
六
九
同
践
祚
事
同
奏
状
︿
康
仁
親
王
立
坊
│
、
後
伏
見
御
治
天
事
同
有
之
、〉﹂
が
幕
府
か
ら
持
明
院

統
へ
送
ら
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
両
統
の
動
向
を
検
討
す
る
。

　
菊
地
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
後
宇
多
上
皇
は
、
後
宇
多
と
宗
尊
女
の
掄
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
崇
明
門
院
禖
子
と
邦
良
流
と

の
間
に
擬
制
的
親
子
関
係
を
構
築
す
る
皇
位
継
承
戦
略
を
進
行
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
禖
子
は
永
嘉
門
院
の
も
と
で
養
わ
れ
、
嘉
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暦
元
年
こ
ろ
、
永
嘉
門
院
は
禖
子
を
邦
良
の
妃
と
し
て
い
る）

59
（

が
、
菊
地
氏
は
禖
子
が
邦
良
の
妃
と
な
っ
た
婚
姻
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
、
後
宇
多
の
生
前
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
菊
地
氏
は
、
こ
の
の
ち
禖
子
が
幕
府

か
ら
、
後
宇
多
・
邦
良
・
永
嘉
門
院
ら
が
死
没
し
た
の
ち
の
邦
良
流
す
な
わ
ち
大
覚
寺
統
嫡
流
の
家
長
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
考
え

て
お
ら
れ
、
禖
子
は
邦
良
流
嫡
男
の
康
仁
を
庇
護
し
、
そ
の
立
坊
を
実
現
し
た
と
さ
れ
る
。
後
宇
多
の
構
想
が
、
そ
の
没
後
も
、

崇
明
門
院
禖
子
を
実
行
役
と
し
て
継
続
さ
れ
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
そ
の
構
想
が
幕
府
か
ら
も
一
貫
し
て
支
持
さ
れ
て
い

た
た
め
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
嫡
流
の
邦
良
流
を
鎌
倉
将
軍
家
の
縁
戚
に
よ
っ
て
庇
護
さ
せ
、
同
流
を
幕
府
に
支
持
さ
せ
る
と
い
う
後
宇
多
の
皇
位
継
承
戦
略

は
、
後
宇
多
没
後
も
着
々
と
進
行
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
略
は
大
覚
寺
統
庶
流
で
あ
り
後
宇
多
か
ら
﹁
一
代
主
﹂
と
し

て
定
め
ら
れ
た
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
重
石
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
己
の
血
統
に
よ
る
皇
位
継
承
を
目
指
し
た
後
醍
醐
の

立
ち
位
置
が
、
大
覚
寺
統
の
庶
子
か
ら
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
醍
醐
が
自
流
で
の
皇
位
継
承
を
達
成
す
る
に
は
ま
ず
、
大
覚

寺
統
嫡
流
の
邦
良
流
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
邦
良
流
を
打
倒
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
縁
戚
で
あ
る
将
軍
家
を

も
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
将
軍
を
首
長
と
し
、
か
つ
持
明
院
統
・
大
覚
寺
統
の
分
立
を
維
持
し
て
い
た
鎌
倉
幕

府
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
周
知
の
と
お
り
後
醍
醐
の
挙
兵
に
向
け
た
動
き
は
元
徳
三
（
元
弘
元
）
年
四
月
に
吉
田
定
房
に
よ
っ
て
幕
府
へ
密
告
さ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
実
際
に
挙
兵
す
る
の
は
同
年
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
出
来
事
が
、︻
史
料
一
︼
の
記
述
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
醍
醐
挙
兵
の
二
か
月
前
に
﹁
元
弘
元
六
九
同
践
祚
事
同
奏
状
︿
康
仁
親
王
立
坊
│
、
後
伏
見
御
治
天

事
同
有
之
、〉﹂
と
、
六
月
九
日
に
量
仁
践
祚
・
康
仁
立
太
子
・
治
天
は
後
伏
見
と
す
る
幕
府
か
ら
の
通
知
が
届
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
四
月
の
吉
田
定
房
の
密
告
に
よ
り
、
六
月
に
は
幕
府
は
皇
位
へ
介
入
し
、
後
醍
醐
譲
位
の
方
針
に
踏
み
切
っ
た
の
だ
ろ
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う
。
後
醍
醐
が
元
弘
元
年
八
月
に
挙
兵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
直
接
の
原
因
と
は
、
後
醍
醐
譲
位
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
大

覚
寺
統
の
継
承
者
は
後
醍
醐
流
で
は
な
く
、
邦
良
流
の
康
仁
で
あ
る
と
い
う
幕
府
の
態
度
を
明
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
こ
の
六

月
の
通
知
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
弘
の
変
と
は
、
邦
良
流
に
対
す
る
後
醍
醐
流
の
不
利
が
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
と
考
え

て
よ
い
。

　
後
醍
醐
が
挙
兵
し
た
の
ち
も
、
元
弘
元
年
六
月
の
通
知
は
実
現
さ
れ
、
両
統
迭
立
の
体
制
は
続
い
た
。
こ
の
体
制
が
破
綻
し
た

の
は
、
後
醍
醐
の
倒
幕
挙
兵
が
成
功
し
た
た
め
で
あ
る
。
後
醍
醐
は
伯
耆
国
船
上
山
に
お
い
て
、
康
仁
の
廃
太
子
や
崇
明
門
院
の

院
号
停
止
な
ど
を
宣
言
す
る
が
、
菊
地
氏
は
こ
れ
を
﹁
後
宇
多
・
永
嘉
門
院
が
構
想
し
、
崇
明
門
院
に
そ
の
実
行
が
託
さ
れ
た
大

覚
寺
統
の
継
承
の
あ
り
方
を
含
む
、
当
時
の
公
家
政
権
の
体
制
の
す
べ
て
を
否
定
す
る）

60
（

﹂
も
の
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
後
宇
多
の
構

想
は
後
醍
醐
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
両
統
迭
立
が
慣
習
化
し
た
の
は
、
正
安
三
年
で
あ
る
が
、
両
統
迭
立
の
状
況
と
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
要
因
は
、
幕
府
が
亀
山
│

後
宇
多
と
続
い
た
体
制
を
、
将
来
的
に
覆
す
こ
と
を
文
永
九
年
八
月
に
通
知
し
た
た
め
で
あ
る
。

　﹃
増
鏡
﹄
が
い
う
後
深
草
の
出
家
騒
動
は
文
永
十
二
（
建
治
元
）
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
伏
見
立
坊
の
方
針
は
そ
れ
以
前

に
決
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
政
治
日
程
も
後
宇
多
の
大
嘗
会
の
直
後
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

伏
見
立
坊
に
つ
い
て
﹃
増
鏡
﹄
の
情
報
は
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。

　
伏
見
立
坊
の
方
針
が
、
後
嵯
峨
死
没
と
同
年
に
既
に
朝
廷
に
通
知
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
伏
見
立
坊
お
よ
び
そ
の
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践
祚
は
、
安
達
泰
盛
│
亀
山
、
平
頼
綱
│
持
明
院
統
の
派
閥
対
立
の
な
か
、
後
者
の
勝
利
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
幕
府
内
の
政
治
変
動
は
、
持
明
院
統
に
よ
る
継
承
を
容
認
し
た
こ
と
の
根
本
的
な
要
因
と
は
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
蒙
古
軍
へ
の
臨
戦
体
制
の
確
立
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
文
永
九
年
八
月
は
、
そ
の
体
制
の
構
築
よ
り
以
前
の
時
期
で
あ
り
、

ま
た
立
坊
そ
れ
自
体
は
、
後
嵯
峨
死
没
と
同
年
の
決
定
で
あ
る
。
蒙
古
襲
来
は
後
嵯
峨
の
生
前
か
ら
懸
案
事
項
と
は
な
っ
て
い
た

も
の
の
、
実
際
に
そ
れ
に
対
応
す
る
動
き
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
伏
見
立
坊
と
蒙
古
襲
来
と

の
関
係
性
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
立
坊
が
決
定
さ
れ
た
時
期
を
建
治
元
年
と
捉
え
、
同
年
の
政
情
か
ら
立
坊
の
要
因
を
推
測

す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
の
ち
幕
府
は
後
伏
見
を
擁
立
し
て
﹁
長
嫡
﹂
の
持
明
院
統
を
優
遇
し
て
い
た
が
、
後
宇
多
上
皇
に
よ
っ
て
画
策
さ

れ
た
将
軍
家
縁
戚
関
係
の
構
築
に
よ
っ
て
、
大
覚
寺
統
も
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
陥
っ
た
。
す
る
と
幕
府
は
、
正
安

三
年
に
持
明
院
統
・
大
覚
寺
統
の
両
流
の
継
承
を
認
め
、
皇
位
継
承
は
一
転
し
て
両
統
迭
立
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
安
三
年

に
至
る
ま
で
の
幕
府
の
方
針
は
両
統
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
場
当
た
り
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
幕
府
が
皇
位
継
承
問
題
に
対
し
て
明
確
な
方
針
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
両
統
は
と
も
に
幕
府
へ
縋
り
つ
き
、
自
統
へ
有
利
な

裁
定
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
両
統
の
う
ち
持
明
院
統
の
幕
府
依
存
の
姿
勢
は
森
茂
暁
氏）

61
（

に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
大
覚
寺
統
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
大
覚
寺
統
も
ま
た
持
明
院
と
は

異
な
る
戦
略
、
す
な
わ
ち
将
軍
家
縁
戚
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
幕
府
か
ら
の
支
持
を
獲
得
し
よ
う
と
動
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
従

来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
大
覚
寺
統
の
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
大
覚
寺
統
は
後
醍
醐
以
前
か
ら
、
武
家
に
対
し
て
自
立
的
な
気

風
を
備
え
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
と
は
疎
遠
な
仲
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の）

62
（

と
矛
盾
す
る
。
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ま
た
、
父
の
亀
山
か
ら
正
嫡
と
し
て
の
地
位
を
否
定
さ
れ
た
後
宇
多
が
構
想
し
た
、
大
覚
寺
統
と
鎌
倉
将
軍
家
と
の
縁
戚
関
係

は
、
大
覚
寺
統
の
内
部
分
裂
に
お
い
て
、
邦
良
流
を
大
覚
寺
統
嫡
流
と
し
て
幕
府
に
庇
護
さ
せ
る
こ
と
に
も
功
を
奏
し
た
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
関
係
が
優
遇
さ
れ
る
と
、
大
覚
寺
統
内
で
は
、
武
家
と
結
び
つ
け
な
か
っ
た
庶
流
は
、
強
引
な
手
段
を
取
ら
ざ
る
を

え
な
く
な
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
倒
幕
だ
っ
た
。
後
醍
醐
の
挙
兵
と
い
う
の
は
、
両
統
の
主
流
と
な
っ
た
動
き
と
は
類
似
し
な

い
よ
う
な
、
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

　
元
弘
元
年
六
月
の
康
仁
立
坊
通
知
が
後
醍
醐
挙
兵
の
直
接
の
要
因
で
あ
っ
た
可
能
性
は
既
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
そ
の
通
知
は

両
統
迭
立
の
維
持
な
ら
び
に
大
覚
寺
統
の
嫡
流
を
康
仁
と
し
、
後
醍
醐
流
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
分
立
す
る
両
統
の
う

ち
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
継
承
者
と
決
め
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
幕
府
の
皇
位
継
承
方
針
の
不
安
定
は
、
朝
廷
内
に

そ
の
体
制
を
実
力
で
破
壊
し
よ
う
と
す
る
勢
力
の
出
現
を
招
き
、
後
醍
醐
挙
兵
の
要
因
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
要
因
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

註
（
1
）　
竜
粛
﹁
後
嵯
峨
院
の
素
意
と
関
東
申
次
﹂（
同
著
、
本
郷
和
人
編
﹃
鎌
倉
時
代
﹄
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
四
年
所
収
、
初
刊
一
九
五
七
年
）

（
2
）　
近
年
、
本
郷
和
人
氏
は
治
天
の
権
勢
の
前
に
は
関
東
申
次
も
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
、
関
東
申
次
の
動
向
か
ら
皇
位
継

承
問
題
を
説
明
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
お
ら
れ
る
（
本
郷
和
人
﹁
西
園
寺
氏
再
考
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
六
三
四
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
3
）　
網
野
善
彦
﹃
蒙
古
襲
来
﹄（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
刊
一
九
七
四
年
）、
同
﹃
異
形
の
王
権
﹄（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九

三
年
、
初
刊
一
九
八
六
年
）

（
4
）　
網
野
﹃
蒙
古
襲
来
﹄
四
一
八
頁
。
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（
5
）　
網
野
﹃
異
形
の
王
権
﹄
二
〇
〇
頁
。

（
6
）　
森
幸
夫
﹁
平
頼
綱
と
公
家
政
権
﹂（﹃
三
浦
古
文
化
﹄
五
四
号
、
一
九
九
四
年
）

（
7
）　
村
井
章
介
﹃
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
﹄（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）

（
8
）　
本
郷
和
人
﹁
霜
月
騒
動
再
考
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
一
二
│
十
二
、
二
〇
〇
三
年
）

（
9
）　
細
川
重
男
﹁
飯
沼
大
夫
判
官
と
両
統
迭
立
│
﹃
平
頼
綱
政
権
﹄
の
再
検
討
﹂（﹃
白
山
史
学
﹄
三
八
、
二
〇
〇
二
年
）

（
10
）　
樋
口
健
太
郎
﹃
摂
関
家
の
中
世
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
二
一
年
）

（
11
）　
市
沢
哲
﹁
鎌
倉
後
期
公
家
社
会
の
構
造
と
﹃
治
天
の
君
﹄﹂（﹃
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
﹄
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
所
収
、
初

出
一
九
八
八
年
）

（
12
）　
森
茂
暁
﹃
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
﹄（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）

（
13
）　
森
茂
暁
﹁
鎌
倉
後
期
の
朝
幕
関
係
│
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂（﹃
増
補
改
訂
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
、
二
〇

〇
八
年
所
収
、
初
出
一
九
八
二
年
） 

（
14
）　
森
茂
暁
﹁
皇
統
の
対
立
と
幕
府
の
対
応
│
﹃
恒
明
親
王
立
坊
事
書
案
　
徳
治
二
年
﹄
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂（
前
掲
注
12
森
茂
暁
著
書
所
収
、

初
出
一
九
八
七
年
）

（
15
）　
森
茂
暁
﹃
南
朝
全
史
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
初
刊
二
〇
〇
五
年
）、
五
十
三
頁

（
16
）　
菊
地
大
樹
﹁
宗
尊
親
王
の
王
孫
と
大
覚
寺
統
の
諸
段
階
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
四
七
、
二
○
○
一
年
）

（
17
）　﹃
大
日
本
史
料
第
六
篇
之
三
十
二
﹄
二
四
〇
~
二
四
二
頁
。
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
水
野
圭
士
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

（
18
）　
家
永
遵
嗣
﹁
室
町
幕
府
と
﹃
武
家
伝
奏
﹄・
禁
裏
小
番
﹂（﹃
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
﹄
五
、
二
〇
一
三
年
）、
四
十
八
~
五
十
頁
。

（
19
）　
文
永
九
年
に
関
東
か
ら
奏
状
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
ほ
か
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
弘
安
十
年
の
伏
見
践
祚
の
際
は
﹃
実
躬

卿
記
﹄
弘
安
十
年
十
月
十
二
日
条
、
後
醍
醐
践
祚
の
際
は
﹃
按
察
大
納
言
公
敏
卿
記
﹄
文
保
二
年
二
月
二
十
日
条
（
内
閣
文
庫
所
蔵
、
古

〇
三
五
│
〇
六
二
二
）、
光
厳
践
祚
・
康
仁
立
坊
は
﹃
花
園
天
皇
宸
記
﹄
元
弘
元
年
十
月
二
十
日
条
に
、
天
皇
・
皇
太
子
の
人
事
に
関
す

る
関
東
か
ら
の
奏
状
が
到
着
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
位
に
変
動
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
関
東
が
奏
状

を
送
っ
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
持
明
院
統
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
物
的
証
拠
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
20
）　﹃
神
皇
正
統
記
﹄
亀
山
天
皇
条
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（
21
）　﹃
増
鏡
﹄
第
八
﹁
あ
す
か
河
﹂

（
22
）　﹃
増
鏡
﹄
第
九
﹁
草
枕
﹂

（
23
）　
竜
粛
﹁
後
嵯
峨
院
の
素
意
と
関
東
申
次
﹂（
同
著
、
本
郷
和
人
編
﹃
鎌
倉
時
代
﹄
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
四
年
所
収
）、
初
出
一
九
五
七
年 

（
24
）　
村
井
章
介
﹁
蒙
古
襲
来
と
鎮
西
探
題
の
成
立
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
八
七
│
四
、
一
九
七
八
年
）

（
25
）　
森
幸
夫
﹁
平
頼
綱
と
公
家
政
権
﹂（﹃
三
浦
古
文
化
﹄
五
四
号
、
一
九
九
四
年
）。
ま
た
、
村
井
氏
も
持
明
院
統
か
ら
伏
見
が
践
祚
し
た

要
因
を
、
平
頼
綱
が
亀
山
院
政
の
自
律
化
を
危
険
視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
村
井
章
介
﹃
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
﹄

日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
四
頁
）。

（
26
）　
本
郷
和
人
﹁
霜
月
騒
動
再
考
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
一
二
│
十
二
、
二
〇
〇
三
年
）

（
27
）　
細
川
重
男
﹁
飯
沼
大
夫
判
官
と
両
統
迭
立
│
﹃
平
頼
綱
政
権
﹄
の
再
検
討
﹂（﹃
白
山
史
学
﹄
三
八
、
二
〇
〇
二
年
）

（
28
）　
樋
口
健
太
郎
﹃
摂
関
家
の
中
世
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）、
一
六
六
~
一
六
九
頁

（
29
）　﹃
勘
仲
記
﹄
文
永
十
一
年
十
二
月
三
日
条

（
30
）　﹃
勘
仲
記
﹄
建
治
元
年
十
月
二
十
一
日
条

（
31
）　﹃
師
守
記
﹄
貞
和
五
年
五
月
十
五
日
条

（
32
）　﹃
増
鏡
﹄
第
九
﹁
草
枕
﹂

（
33
）　﹃
皇
年
代
略
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄
第
三
輯
）、
二
六
四
頁

（
34
）　﹃
神
皇
正
統
記
﹄
亀
山
天
皇
条

（
35
）　﹃
吉
続
記
﹄
正
応
二
年
九
月
三
日
条

（
36
）　
菊
地
大
樹
﹁
宗
尊
親
王
の
王
孫
と
大
覚
寺
統
の
諸
段
階
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
四
七
、
二
〇
〇
一
年
）

（
37
）　﹃
増
鏡
﹄
第
十
二
﹁
浦
千
鳥
﹂

（
38
）　﹃
増
鏡
﹄
第
十
四
﹁
春
の
別
れ
﹂

（
39
）　
前
掲
菊
地
論
文
、
十
一
頁

（
40
）　﹃
鎌
倉
年
代
記
裏
書
﹄
永
仁
三
年
七
月
七
日
条

（
41
）　
同
右
、
正
安
三
年
五
月
十
二
日
条
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（
42
）　﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
二
七
│
二
〇
八
五
七

（
43
）　﹃
吉
続
記
﹄
正
安
三
年
十
一
月
二
十
四
日
条
・
二
十
五
日
条

（
44
）　
野
口
実
・
長
村
祥
知
・
坂
口
太
郎
﹃
京
都
の
中
世
史
③
公
武
政
権
の
競
合
と
協
調
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
）

（
45
）　
森
茂
暁
﹁
皇
統
の
対
立
と
幕
府
の
対
応
﹂（﹃
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
﹄
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
所
収
、
初
出
一
九
八
七
年
）

（
46
）　
翻
刻
は
森
茂
暁
同
右
論
著
、
二
三
六
~
二
三
八
頁
に
よ
る
。
な
お
、
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
の
写
真
で
も
内
容

を
確
認
し
た
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
﹃
伏
見
宮
記
録
﹄
七
三
〇
）。

（
47
）　
在
位
三
年
へ
の
不
満
は
、
元
亨
元
（
一
三
二
一
）
年
に
後
伏
見
が
量
仁
立
坊
を
石
清
水
八
幡
宮
へ
祈
願
し
た
際
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

（﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
六
│
二
七
八
七
二
）。

（
48
）　
前
掲
菊
地
論
文
、
十
五
、
十
六
頁

（
49
）　
前
掲
菊
地
論
文
、
六
~
七
頁

（
50
）　﹃
東
寺
長
者
補
任
﹄（
立
命
館
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
藤
井
永
観
文
庫
所
蔵
、eik2─0─77─03

）
四
十
頁
、
延
慶
元
年
九
月
四
日

条

（
51
）　﹃
花
園
天
皇
宸
記
﹄
文
保
元
年
五
月
十
八
日
条

（
52
）　
前
掲
注
13

（
53
）　
森
茂
暁
﹁
文
保
の
和
談
の
経
緯
と
そ
の
政
治
的
背
景
│
新
史
料
の
紹
介
を
か
ね
て
│
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
七
三
九
、
二
〇
〇
九
年
）、
三

一
頁

（
54
）　
前
掲
注
13
森
茂
暁
論
文
、
十
七
頁

（
55
）　﹃
花
園
天
皇
宸
記
﹄
文
保
元
年
四
月
九
日
条

（
56
）　
幕
府
に
よ
る
邦
良
流
の
優
遇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
と
き
永
嘉
門
院
ら
将
軍
家
縁
戚
の
強
力
な
支
持
者
の
具
体
的
人
物
の
一
人
と
し
て
、

金
澤
貞
顕
が
政
権
中
枢
に
い
た
こ
と
が
筧
雅
博
氏
・
永
井
晋
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る （
筧
雅
博
﹁
道
蘊
・
浄
仙
・
城
入
道
﹂

﹃
三
浦
古
文
化
﹄
三
八
、
一
九
八
五
年
、
十
六
、
十
七
頁
。
永
井
晋
﹃
金
沢
貞
顕
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
三
、
一
〇
四
、

一
一
八
頁
。）。

　
　
　
ま
た
筧
氏
は
、
文
保
の
和
談
に
お
け
る
大
覚
寺
統
優
位
の
皇
位
継
承
順
に
つ
い
て
も
、
貞
顕
が
何
ら
か
の
影
響
力
を
行
使
し
た
可
能
性
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を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
筧
雅
博
﹃
日
本
の
歴
史 

10 

蒙
古
襲
来
と
徳
政
令
﹄
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
初
刊
二
〇
〇
一
年
、
三

三
八
~
三
四
一
頁
）。

（
57
）　
森
茂
暁
﹁
関
東
申
次
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
﹂（
前
掲
注
12
著
書
所
収
）、
七
六
~
七
八
頁
。

（
58
）　﹃
尊
卑
分
脉
﹄
第
二
篇
、
二
三
七
頁 

（
59
）　﹃
増
鏡
﹄
第
十
四
﹁
春
の
別
れ
﹂

（
60
）　
前
掲
菊
地
論
文
、
十
六
頁

（
61
）　
前
掲
注
15

（
62
）　
同
右
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後 嵯 峨 後 深 草

久 　 明 守 　 邦

持 明 院 統

大 覚 寺 統

親 王 将 軍

【 系 図 】

母 惟 康 女

伏 　 見 後 伏 見 光 　 厳

亀 　 山 後 宇 多 後 二 条

後 醍 醐

邦 　 良

花 　 園

崇 明 門 院

康 　 仁

宗 　 尊 永 嘉 門 院

掄 　 子

惟 　 康 守 邦 母

　
は
実
子
関
係
を
示
す
。

　
は
婚
姻
関
係
を
示
す
。

　
は
擬
制
的
親
子
関
係
を
示
す
。
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K

am
akura B

akufu and Ryoto Tetsuritsu  

│A
bout of the docum

ent of G
rand Em

peror Suko in N
ovem

ber, O
u’ an 3, contained in the diary of Em

peror G
o-K

ogon

│

K
O

M
ATSU

, Toshiya

　This paper exam
ines w

hen Ryoto Tetsuritsu （the alternative succession of the Im
perial line

） began after the death of 

G
rand Em

peror G
o-Saga, and w

hat caused it. A
s a m

aterial for the exam
ination, I used the docum

ent of G
rand Em

peror 

Suko in N
ovem

ber, O
u’ an 3, contained in the diary of Em

peror G
o-K

ogon. Furtherm
ore, I considered the relationship 

betw
een Em

peror G
o-D

aigo’ s raising of an arm
y and the split of the D

aikakuji Im
perial line. This is because it is said to 

be closely related to the Im
perial succession issue.

　I confirm
ed the validity of this historical m

aterial through an exam
ination of the situation in O

u’ an 3. I also considered 
the m

eaning of each of the docum
ents m

entioned in it. The Jim
yoin Im

perial line traditionally insisted that the successor 
to the throne m

ust be descended from
 the elder brother am

ong m
em

bers of the Im
perial fam

ily, and it can be inferred that 
the B

akufu accepted this claim
. H

ow
ever, after that, K

uniyoshi of the D
aikakuji line becam

e a relative of the shogun 
fam

ily of the K
am

akura B
akufu through the strategy of the G

rand Em
peror G

o-U
da. A

s a result, the B
akufu had to give 

preferential treatm
ent not only to the elder brother Jim

yoin line but also to the younger brother D
aikakuji line am

ong the 
tw

o Im
perial lines. In this w

ay, the policy of Ryoto Tetsuritsu w
as established. H

ow
ever, G

o-D
aigo, w

ho also belonged to 
the D

aikakuji line, w
as at a disadvantage because he had no kinship w

ith the shogun fam
ily. G

o-D
aigo and K

uniyoshi 
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w

ere on bad term
s, so the D

aikakuji line split. G
o-D

aigo raised an arm
y im

m
ediately after the B

akufu supported 
K

uniyoshi’ s son, Yasuhito.
　B

ased on the above considerations, this paper clarified the causes for Ryoto Tetsuritsu and for G
o-D

aigo’ s raising of an 
arm

y. The B
akufu’ s stance on the Im

perial succession issue w
as nothing m

ore than m
akeshift m

easures. In other w
ords, 

the cause of the fall of the K
am

akura B
akufu w

as Ryoto Tetsuritsu and the split of the D
aikakuji line.

（
令
和
四
年
度
　
博
士
前
期
課
程
修
了
）




